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近
世
中
期
朝
鮮
通
信
使
乗
馬
役
の
研
究

│
│
道
中
に
お
け
る
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
負
担
を
中
心
に
│
│横

山

恭

子

は
じ
め
に

近
世
日
本
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
「
鎖
国
」
政
策
が
と
ら
れ
る
中
、

一
二
回
に
渡
り
隣
国
朝
鮮
か
ら
通
信
使
が
来
日
し
た
（
１
）
。
朝
鮮
は
徳

川
幕
府
が
唯
一
対
等
外
交
を
結
ん
だ
国
で
あ
り
、
そ
の
使
節
の
来

日
は
日
朝
両
国
の
外
交
儀
礼
で
あ
る
と
同
時
に
、
新
将
軍
の
就
任

を
内
外
に
示
す
国
家
的
行
事
で
も
あ
っ
た
。
通
信
使
一
行
は
最
も

多
い
と
き
で
五
〇
〇
人
に
も
及
ぶ
人
員
で
構
成
さ
れ
、
全
一
二
回

の
う
ち
一
〇
回
が
将
軍
の
待
つ
江
戸
へ
参
向
し
て
い
る
（
２
）
。
こ
の
将

軍
へ
の
外
交
使
節
団
の
日
本
国
内
移
動
に
つ
い
て
は
そ
の
ほ
と
ん

ど
が
日
本
側
の
負
担
に
よ
り
支
え
ら
れ
て
い
た
。
と
り
わ
け
陸
上

通
行
区
間
と
な
る
淀
・
江
戸
間
約
五
二
六
㎞
で
は
通
信
使
一
行
の

通
行
や
荷
物
輸
送
を
担
う
た
め
、
大
勢
の
諸
大
名
や
沿
道
諸
国
の

人
々
が
動
員
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
朝
鮮
通
信
使
研
究
は
政
治
面
、
文
化
面
を
中
心
に

進
め
ら
れ
て
き
て
お
り
（
３
）
、
迎
え
入
れ
る
日
本
側
の
負
担
面
、
経
済

面
に
注
目
し
た
も
の
は
少
な
い
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
武
田
勝
蔵
氏
（
４
）

は
通
信
使
の
用
い
る
乗
馬
に
注
目
し
、
後
に
大
名
課
役
の
観
点
か

ら
分
析
し
た
池
内
敏
氏
（
５
）
、
土
田
良
一
氏
（
６
）
に
よ
り
、
寛
永
二
〇
年

く
ら
お
き
う
ま

く
ら
か
い

ぐ

（
一
六
四
三
）
ま
で
に
諸
大
名
の
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具（
７
）
負
担
方
式
の

基
礎
が
築
か
れ
、
正
徳
・
享
保
期
に
か
け
て
整
備
さ
れ
て
い
っ
た

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
し
か
し
池
内
氏
が
明
暦
期
か
ら
享
保

期
ま
で
を
一
括
り
に
制
度
化
の
進
む
過
程
と
み
な
す
の
に
対
し
、

土
田
氏
は
天
和
期
と
正
徳
期
の
負
担
方
法
の
違
い
を
指
摘
し
て
お

り
、
正
徳
期
の
捉
え
方
に
見
解
の
相
違
が
み
ら
れ
る
（
８
）
。
ま
た
幕
府

主
導
の
乗
馬
調
達
に
は
、
諸
大
名
の
み
な
ら
ず
沿
道
諸
国
の
村
々

も
関
わ
っ
て
お
り
そ
の
全
体
像
は
不
明
な
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
こ

で
筆
者
は
旧
稿
に
お
い
て
、
乗
馬
調
達
の
仕
組
み
の
解
明
に
焦
点

近
世
中
期
朝
鮮
通
信
使
乗
馬
役
の
研
究

一
（
三
四
一
）



を
絞
り
、
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
の
事
例
か
ら
こ
れ
ま
で
曖
昧

に
さ
れ
て
き
た
乗
馬
の
調
達
先
が
、
諸
大
名
と
沿
道
諸
国
の
二
種

類
に
は
っ
き
り
分
け
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
上
で
最
終

的
に
通
信
使
の
通
行
の
現
場
を
取
り
仕
切
る
対
馬
藩
役
人
出
馬
役

の
役
割
を
検
証
し
、
乗
馬
調
達
全
体
が
幕
府
、
諸
大
名
、
沿
道
諸

国
の
村
々
、
対
馬
藩
の
四
者
の
協
力
体
制
に
よ
り
成
り
立
っ
て
い

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
（
９
）
。

こ
の
よ
う
に
時
期
を
限
定
す
る
こ
と
で
乗
馬
調
達
の
全
体
像
は

見
え
て
き
た
も
の
の
、
個
々
の
調
達
先
に
課
さ
れ
た
負
担
の
制
度

的
変
遷
に
つ
い
て
詳
し
く
言
及
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
特
に

正
徳
期
の
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
負
担
方
法
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地

が
あ
り
、
享
保
期
以
降
の
本
格
的
な
分
析
も
な
さ
れ
て
お
ら
ず
課

題
と
し
て
残
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。

よ
っ
て
本
稿
で
は
信
使
用
の
乗
馬
に
つ
い
て
概
観
し
た
上
で
、

宗
家
文
書
の
『
朝
鮮
通
信
使
記
録
』
の
中
で
も
「
諸
御
大
名
ヨ
リ

被
差
出
候
上
馬
中
馬
鞍
皆
具
割
被
仰
出
御
御
書
付
写
（
１０
）
」
な
ど
幕
府

か
ら
対
馬
藩
へ
伝
え
ら
れ
た
諸
大
名
の
割
り
当
て
の
記
録
を
も
と

に
、
正
徳
期
か
ら
宝
暦
期
ま
で
の
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
負
担
方
式
の

制
度
的
変
遷
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
正
徳
期
に
鞍
置
馬
・
鞍

皆
具
負
担
方
法
の
改
変
に
携
わ
っ
た
新
井
白
石
の
意
図
や
享
保
期

以
降
の
負
担
方
法
の
あ
り
方
を
踏
ま
え
、
通
信
使
来
日
に
お
け
る

正
徳
・
享
保
期
の
意
義
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
な
お
筆

者
は
、
信
使
用
の
乗
馬
の
た
め
に
諸
大
名
が
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
、

随
行
す
る
添
人
等
を
供
出
し
た
役
負
担
を
「
乗
馬
役
」
と
捉
え
て

い
る
（
１１
）
。
厳
密
に
は
江
戸
城
登
城
時
等
で
も
こ
の
役
負
担
が
み
ら
れ

る
も
の
の
（
１２
）
、
本
稿
で
は
淀
・
江
戸
間
の
道
中
に
お
け
る
鞍
置
馬
・

鞍
皆
具
負
担
の
分
析
に
絞
り
、
乗
馬
役
の
全
体
像
の
解
明
に
は
至

っ
て
い
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
く
。

一
、
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
負
担
の
概
要

１
、
通
信
使
の
通
行
と
乗
馬

そ
も
そ
も
朝
鮮
通
信
使
が
陸
上
通
行
に
用
い
た
乗
馬
と
は
一
体

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
ま
ず
通
信
使
の
通
行
と
、
そ

の
際
に
用
い
る
乗
馬
に
つ
い
て
概
観
し
て
い
く
。

通
信
使
一
行
は
日
朝
外
交
を
取
り
仕
切
る
対
馬
藩
宗
氏
の
先
導

を
受
け
、
釜
山
か
ら
海
路
を
大
坂
ま
で
進
み
淀
川
を
川
御
座
船
で

溯
り
、
淀
か
ら
は
陸
路
中
山
道
、
美
濃
路
、
東
海
道
を
経
て
江
戸

へ
向
か
っ
た
。
そ
の
行
程
は
、
江
戸
初
期
の
将
軍
上
洛
ル
ー
ト
と

ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
途
中
の
大
河
川
に
は
将
軍
と
勅
使
に
し
か
許

さ
れ
な
か
っ
た
船
橋
の
架
橋
も
行
わ
れ
て
い
る
。
同
行
す
る
対
馬

藩
主
も
道
中
で
の
様
子
を
つ
ぶ
さ
に
老
中
へ
報
告
す
る
な
ど
、
幕

府
や
対
馬
藩
に
と
っ
て
通
信
使
の
通
行
は
ま
さ
に
「
送
迎
」
と
い

史

学

第
七
九
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二
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う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

実
際
に
通
信
使
行
列
の
構
成
と
乗
物
・
移
動
手
段
に
つ
い
て
み

て
い
く
。
通
信
使
一
行
は
、「
通
信
使
行
列
」
と
呼
ば
れ
る
大
行

列
を
形
成
し
移
動
す
る
。
例
え
ば
安
定
期
と
さ
れ
る
享
保
四
年

（
一
七
一
九
）
の
場
合
（
１３
）
、
そ
の
行
列
は
通
信
使
随
行
員
、
警
護
の

た
め
の
対
馬
藩
役
人
、
馬
子
・
人
足
等
の
補
助
者
か
ら
構
成
さ
れ
、

約
三
二
〇
〇
人
に
及
ぶ
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
一
行

の
前
後
に
移
動
す
る
対
馬
藩
主
や
以
酊
庵
輪
番
僧
の
行
列
、
荷
物

を
運
ぶ
荷
馬
・
人
足
な
ど
を
合
計
す
る
と
、
通
信
使
と
共
に
移
動

す
る
人
員
は
約
四
四
〇
〇
人
に
ま
で
膨
れ
あ
が
る
（
１４
）
。
と
こ
ろ
が
江

戸
へ
向
か
う
通
信
使
随
行
員
は
わ
ず
か
三
六
五
人
に
す
ぎ
ず
、
彼

ら
は
こ
の
一
〇
倍
を
超
え
る
大
勢
の
日
本
人
に
支
え
ら
れ
な
が
ら

通
行
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
通
信
使
随
行
員
は
輿
、
駕
籠
、
乗

馬
、
乗
掛
馬
、
徒
歩
な
ど
で
移
動
し
た
が
、
中
で
も
最
も
多
く
用

い
ら
れ
た
の
が
乗
馬
で
あ
っ
た
。

信
使
用
の
乗
馬
は
、
乗
者
に
応
じ
「
上
馬
」
と
「
中
馬
」
の
二

種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
上
馬
は
上
官
・
次
官
・
小
童
等
が
、
中
馬

は
中
官
以
下
が
乗
る
た
め
の
馬
と
さ
れ
た
。
天
和
期
以
降
、
そ
れ

ぞ
れ
一
日
の
見
積
も
り
で
上
馬
八
〇
疋
、
中
馬
一
八
〇
疋
が
用
意

さ
れ
た
（
１５
）
。
実
際
に
こ
れ
ら
を
用
い
た
の
は
二
四
〇
人
程
の
信
使
で

残
り
は
余
計
馬
（
予
備
の
馬
）
と
し
て
確
保
さ
れ
て
い
た
。
こ
の

上
馬
・
中
馬
に
は
移
動
手
段
の
馬
と
騎
乗
す
る
た
め
の
鞍
だ
け
で

は
な
く
、
幕
府
に
よ
り
八
人
程
の
添
人
「
足
軽
壱
人
、
口
付
弐
人
、

沓
籠
持
、
長
柄
傘
、
絹
合
羽
、
合
羽
籠
持
、
挑
灯
持
（
１６
）
」
を
付
け
る

こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
武
士
身
分
の
足
軽
や
馬
子
の
み
な
ら

ず
長
柄
傘
や
絹
合
羽
な
ど
の
携
帯
品
も
整
え
る
な
ど
、
移
動
中
の

信
使
に
不
自
由
が
な
い
よ
う
配
慮
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
。
こ
の
添
人
付
き
の
乗
馬
は
街
道
・
宿
駅
で
の
継
ぎ
立
て
に
用

い
る
荷
馬
・
駄
馬
と
は
異
な
る
高
級
な
乗
物
で
あ
り
、
そ
の
必
要

数
の
確
保
の
た
め
幕
府
に
動
員
さ
れ
た
の
が
諸
大
名
と
沿
道
諸
国

の
村
々
か
ら
な
る
二
つ
の
調
達
構
造
で
あ
っ
た
（
１７
）
。

２
、
諸
大
名
の
負
担
に
つ
い
て

こ
の
う
ち
諸
大
名
の
負
担
対
象
を
上
馬
・
中
馬
ご
と
に
確
認
す

る
。
上
馬
は
「
鞍
置
馬
」、
つ
ま
り
馬
、
鞍
皆
具
、
添
人
と
も
諸

大
名
か
ら
ひ
と
ま
と
め
で
提
供
さ
れ
た
乗
馬
で
あ
っ
た
。
中
馬
の

場
合
は
少
々
複
雑
で
「
御
馳
走
所
之
御
代
官
所
并
其
所
之
国
主
ヨ

リ
小
荷
物
馬
被
出
候
を
諸
大
名
ヨ
リ
之
馬
附
之
使
者
請
取
之
鞍
置

馬
ニ
シ
テ
被
出
候
事
（
１８
）
」
と
、
接
待
地
の
代
官
所
や
沿
道
諸
国
の

村
々
か
ら
集
め
ら
れ
た
荷
馬
用
の
馬
に
、
諸
大
名
か
ら
供
出
さ
れ

た
鞍
皆
具
と
添
人
を
つ
け
た
即
席
の
乗
馬
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

諸
大
名
は
上
馬
と
な
る
鞍
置
馬
、
中
馬
用
の
馬
具
と
な
る
鞍
皆
具
、

近
世
中
期
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の
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そ
し
て
信
使
に
同
行
す
る
添
人
を
負
担
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
一
体
ど
れ
ほ
ど
の
諸
大
名
が
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
等

の
負
担
に
携
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
通
信
使
来
日
時
の
大
名
課

役
に
つ
い
て
同
じ
く
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
の
事
例
を
ま
と
め

る
と
次
の
よ
う
に
大
別
さ
れ
る
（
１９
）
。

�
接
待
役

三
八
家

約
一
四
％

�
川
船
役

七
家

約

三
％

�
道
中
で
の
鞍
置
馬
負
担

三
五
家

約
一
三
％

�
道
中
で
の
鞍
皆
具
負
担

一
五
二
家

約
五
八
％

�
江
戸
城
登
城
時
の
鞍
置
馬
負
担

一
七
家

約

六
％

右
の
よ
う
に
、
道
中
に
お
い
て
鞍
置
馬
負
担
に
携
わ
っ
た
大
名
は

接
待
役
に
並
び
、
鞍
皆
具
負
担
大
名
は
こ
れ
ら
を
遙
か
に
凌
ぐ
こ

と
が
わ
か
る
。
双
方
を
合
わ
せ
た
大
名
数
は
一
八
七
家
と
な
り
、

享
保
四
年
に
確
認
さ
れ
る
大
名
二
六
三
家
（
２０
）
の
う
ち
約
七
一
％
を
占

め
る
。
さ
ら
に
江
戸
城
登
城
時
を
加
え
た
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
負
担

大
名
は
全
員
で
二
〇
四
家
と
な
り
、
全
大
名
の
約
七
八
％
に
も
及

ぶ
。
よ
っ
て
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
負
担
は
、
動
員
大
名
数
の
上
で
通

信
使
来
日
時
の
最
も
大
規
模
な
役
負
担
あ
っ
た
と
い
え
る
。
な
お

接
待
役
の
場
合
、
通
信
使
が
領
地
内
や
付
近
を
通
過
す
る
と
い
う

地
理
的
条
件
を
伴
う
。
ま
た
川
船
役
も
川
御
座
船
の
所
有
を
前
提

と
す
る
た
め
一
部
の
大
名
に
限
ら
れ
る
（
２１
）
。
こ
れ
に
対
し
鞍
置
馬
・

鞍
皆
具
負
担
は
特
に
条
件
や
制
限
が
な
い
た
め
、
先
の
二
つ
と
は

少
々
異
な
る
役
負
担
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
様
々

な
役
負
担
を
担
う
大
勢
の
諸
大
名
に
よ
り
、
通
信
使
の
通
行
は
実

現
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

３
、
天
和
期
ま
で
の
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
負
担

こ
こ
か
ら
は
、
道
中
に
お
け
る
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
負
担
に
つ
い

て
寛
永
年
間
か
ら
天
和
期
ま
で
を
中
心
に
み
て
い
く
。
ま
ず
慶
長

一
二
年
（
一
六
〇
六
）、
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
に
関
し
て
は

史
料
が
少
な
く
部
分
的
に
し
か
判
明
し
な
い
。
僅
か
に
寛
永
元
年

の
『
徳
川
実
紀
』
に
「
鞍
馬
二
百
疋
、
駄
馬
三
百
疋
三
嶋
駅
ま
で

つ
か
わ
し
て
迎
へ
し
め
ら
る
（
２２
）
」
と
あ
り
、
三
島
・
江
戸
間
が
継
立

区
間
と
し
て
設
定
さ
れ
幕
閣
や
沿
道
大
名
に
よ
り
区
間
を
分
け
た

負
担
が
な
さ
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
も
の
の
全
体
像
は
不
明
で

あ
る
。

幕
府
の
方
針
は
近
世
日
朝
関
係
が
安
定
化
す
る
寛
永
一
三
年

（
一
六
三
六
）
以
降
に
定
例
化
し
て
い
く
。
こ
の
年
か
ら
天
和
期

ま
で
は
諸
大
名
へ
の
割
り
当
て
に
際
し
①
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
双
方

の
負
担
、
②
継
立
区
間
六
区
間
（
往
復
と
も
）
の
設
定
が
継
続
さ

史
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れ
る
。
土
田
氏
も
「
家
光
政
権
最
後
の
通
信
使
来
日
ま
で
に
、
そ

の
後
の
大
名
動
員
方
式
が
完
成
し
た
（
２３
）
」
と
し
、
寛
永
二
〇
年
ま
で

に
は
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
負
担
方
法
が
制
度
的
に
整
え
ら
れ
て
い
た

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

し
か
し
、
通
信
使
の
来
日
に
伴
う
負
担
の
割
り
振
り
や
基
準
は

未
だ
不
均
等
な
ま
ま
で
あ
っ
た
。
天
和
期
を
例
に
あ
げ
る
と
、
六

九
の
大
名
家
が
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
双
方
を
供
出
し
六
区
間
（
往
復

と
も
）
の
継
立
区
間
に
割
り
振
ら
れ
た
（
２４
）
。
こ
の
う
ち
最
短
区
間
は

参
向
時
彦
根
・
守
山
間
（
一
日
行
程
・
三
五
㎞
）
で
あ
る
一
方
、

最
長
区
間
は
参
向
・
下
向
の
吉
田
・
三
島
間
（
五
日
行
程
・
一
七

五
㎞
）
と
、
単
純
に
距
離
・
日
数
を
比
較
し
た
だ
け
で
も
五
倍
の

開
き
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
負
担
大
名
の
う
ち
彦
根
藩
井
伊
家
は
一

藩
の
み
で
接
待
役
と
重
複
し
な
が
ら
参
向
時
彦
根
・
大
垣
間
（
一

日
行
程
・
五
〇
㎞
）、
下
向
時
彦
根
・
守
山
間
（
一
日
行
程
・
三

五
㎞
）
で
上
馬
と
な
る
鞍
置
馬
八
〇
疋
、
中
馬
に
用
い
る
鞍
皆
具

一
八
〇
疋
分
の
す
べ
て
を
任
せ
ら
れ
て
い
た
。
尾
張
藩
徳
川
家
も

参
向
時
名
古
屋
・
吉
田
間
（
二
日
行
程
・
六
五
㎞
）、
下
向
時
吉

田
・
大
垣
間
（
三
日
行
程
・
一
一
二
㎞
）
に
お
い
て
同
様
に
単
独

で
負
担
し
て
い
る
。
し
か
し
他
の
区
間
は
い
ず
れ
も
一
〇
以
上
の

大
名
家
で
分
担
し
、
少
数
の
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
を
負
担
す
る
な
ど

場
所
に
よ
り
負
担
基
準
や
方
法
に
大
き
な
違
い
が
見
ら
れ
た
。

二
、
正
徳
期
の
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
負
担

１
、
負
担
方
法
の
改
変

正
徳
期
に
な
る
と
通
信
使
の
聘
礼
様
式
が
新
井
白
石
に
よ
っ
て

大
き
く
改
変
さ
れ
、
そ
の
影
響
が
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
の
負
担
方
式

に
も
及
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
。
新
井
白
石
と
い
う
と
通
信
使
の
聘
礼

様
式
を
独
自
に
改
変
し
、
信
使
側
と
の
紛
争
を
招
い
た
こ
と
で
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
白
石
は
通
信
使
来
日
時
の
大
名
課
役
の

一
つ
で
あ
る
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
負
担
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て

い
た
。
こ
こ
で
は
、
白
石
と
朝
鮮
御
用
掛
の
幕
閣
が
進
め
た
負
担

方
法
の
改
変
に
つ
い
て
具
体
的
に
整
理
し
、
そ
の
背
景
に
迫
っ
て

い
く
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
天
和
期
ま
で
は
一
大
名
に
鞍
置
馬
・

鞍
皆
具
双
方
を
一
括
し
て
負
担
さ
せ
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。
と

こ
ろ
が
通
信
使
を
迎
え
る
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
四
月
、
朝
鮮

御
用
掛
老
中
土
屋
相
模
守
政
直
（
２５
）
は
、
ま
ず
「
鞍
置
馬
」
の
供
出
を

三
三
の
大
名
家
に
命
じ
た
。
そ
の
約
一
か
月
後
、
同
じ
く
土
屋
相

模
守
が
別
の
一
二
一
の
大
名
家
に
命
じ
た
の
は
「
鞍
皆
具
」
の
み

の
負
担
で
あ
っ
た
（
２６
）
。
負
担
大
名
は
合
計
一
五
四
家
に
及
び
、
天
和

期
の
六
九
家
の
二
倍
を
上
回
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
割
り

当
て
を
対
馬
藩
に
伝
え
る
際
も
、
鞍
置
馬
負
担
大
名
と
鞍
皆
具
負

近
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担
大
名
の
分
を
別
々
の
帳
面
に
ま
と
め
報
告
し
て
い
る
（
２７
）
。
つ
ま
り

幕
府
は
、
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
負
担
の
分
離
と
い
う
方
針
転
換
に
踏

み
切
っ
た
の
で
あ
る
。
次
の
『
通
航
一
覧
』
か
ら
は
、
こ
の
役
負

担
の
分
離
に
関
す
る
詳
細
が
う
か
が
え
る
（
２８
）
。

一
朝
鮮
人
來
朝
之
節
、
拾
萬
石
以
上
乗
馬
出
候
、
是
者
自
分
御

持
用
の
馬
皆
具
相
添
役
人
等
相
付
候
、
淀
よ
り
京
都
、
夫
よ

り
美
濃
大
垣
ま
て
と
あ
り
、
是
者
上
馬
と
申
、
上
官
の
類
乗

申
候
、
拾
萬
石
以
下
の
衆
者
、
代
官
衆
よ
り
在
々
の
馬
を
請

取
て
乗
馬
に
仕
立
、
馬
の
皆
具
の
役
人
は
其
大
名
よ
り
出
て
、

淀
よ
り
江
戸
ま
て
通
し
馬
に
仕
候
、
是
を
中
馬
と
申
、
中
官

の
類
乗
申
候
（
後
略
）

（
傍
線
引
用
者
、
以
下
同
）

右
に
は
「
拾
萬
石
以
上
乗
馬
出
候
、
是
者
自
分
御
持
用
の
馬
皆
具

相
添
役
人
等
相
付
候
」
と
、
一
〇
万
石
以
上
の
大
名
の
負
担
対
象

は
信
使
用
の
上
馬
と
な
る
「
乗
馬
」
す
な
わ
ち
鞍
置
馬
で
、
自
藩

の
鞍
皆
具
や
役
人
と
と
も
に
差
し
出
し
た
と
あ
る
。
加
え
て
「
拾

萬
石
以
下
の
衆
者
、
代
官
衆
よ
り
在
々
の
馬
を
請
取
て
乗
馬
に
仕

立
、
馬
の
皆
具
の
役
人
は
其
大
名
よ
り
出
」
す
と
、
一
〇
万
石
に

満
た
な
い
大
名
の
負
担
対
象
は
「
馬
の
皆
具
」
つ
ま
り
鞍
皆
具
で

あ
り
、
代
官
衆
を
介
し
て
沿
道
諸
国
の
村
々
か
ら
調
達
し
た
馬
に

の
せ
中
馬
に
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
か
ら
一
〇
万
石

と
い
う
石
高
を
境
に
、
負
担
対
象
が
鞍
置
馬
ま
た
は
鞍
皆
具
に
は

っ
き
り
分
け
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
し
て
幕
府
は
こ
れ
ら
の
大
名
に
対
し
、
負
担
対
象
ご
と
に
石

高
に
応
じ
た
割
り
当
て
を
行
っ
た
。
次
の
表
１
は
正
徳
期
の
鞍
置

馬
負
担
大
名
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
よ
り
一

〇
万
石
か
ら
一
〇
〇
万
石
を
超
え
る
三
三
の
大
名
家
が
、
四
区
間

に
割
り
振
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ぞ
れ
鞍
置
馬
負
担

数
は
異
な
る
が
、
そ
の
負
担
基
準
は
継
立
区
間
や
藩
の
規
模
に
か

か
わ
ら
ず
お
お
よ
そ
二
万
五
〇
〇
〇
石
に
付
一
疋
に
統
一
さ
れ
て

い
る
（
２９
）
。
加
え
て
各
区
間
の
鞍
置
馬
数
の
合
計
は
通
信
使
の
必
要
と

す
る
上
馬
数
の
八
〇
疋
、
負
担
大
名
の
総
石
高
も
約
二
〇
〇
万
石

に
揃
っ
て
お
り
、
幕
府
が
諸
大
名
へ
の
割
り
振
り
を
計
画
的
に
行

っ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
鞍
皆
具
に
つ
い
て
も
一
万

石
か
ら
九
万
石
の
諸
大
名
に
、
一
万
石
に
付
一
疋
分
以
上
と
い
う

基
準
で
割
り
当
て
ら
れ
た
（
３０
）
。

継
立
区
間
の
距
離
や
日
数
も
天
和
期
ま
で
は
区
間
に
よ
り
異
な

っ
て
い
た
が
、
正
徳
期
に
は
ほ
ぼ
均
一
に
設
定
さ
れ
た
。
鞍
置
馬

の
継
立
区
間
は
、
表
１
に
示
し
た
よ
う
に
①
淀
・
大
垣
、
②
大

垣
・
浜
松
、
③
浜
松
・
三
島
、
④
三
島
・
江
戸
と
い
う
四
区
間
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表１ 正徳元年（１７１１）の諸大名の鞍置馬負担

負担割合（万石）

２．４５
２．５５
２．３３
２．５３
２．５
２．５
２．６６
２．７
２．５

－

２．５
２．５
２．４
２．５７
２．６７
２．５
２．７５

－

２．５
２．７８
２．７８
２．５
１．５１
２．４８
１．５

－

２．３
２．４８
２．５
２．５
２．５
２．３３
２．２
２．５
２．５
２．５

－

註）「諸御大名より被差出候上馬中馬鞍皆具割被仰出候御書付写」『正徳信使記録』（韓国国史編纂委
員会所蔵），「通航一覧」巻三十七，『寛政重修諸家譜』より作成。
参向濱松・三嶋間では大井川川留により金谷に２日間逗留。
淀・大垣間では京都招宴等に参向時２日間，下向時３日間滞在。
負担割合は鞍置馬１疋の供出の基準となる石高のこと（石高÷鞍置馬数）。

鞍置馬数（疋）

２２
１４
９
８
６
６
７
４
４

８０

４１
４
５
１０
１２
４
４

８０

１４
２０
９
４
１０
１３
１０

８０

１０
２５
１０
６
６
６
５
４
４
４

８０

石高（石）

５４０，０００
３５７，０００
２１０，０００
２０２，０００
１５０，０００
１５０，０００
１８６，０００
１０９，０００
１００，０００

２，００４，０００

１，０２５，０００
１００，０００
１２０，０００
２５７，０００
３２０，０００
１００，０００
１１０，０００

２，０３２，０００

３５０，０００
５５５，０００
２５０，０００
１００，０００
１５１，０００
３２３，０００
１５０，０００

１，８７９，０００

２３０，０００
６２０，０００
２０５，０００
１５０，０００
１５０，０００
１４０，０００
１１０，０００
１００，０００
１００，０００
１００，０００

１，９０５，０００

負担大名（藩・大名）

肥後熊本（細川越中守）
肥前佐賀（松平丹後守）
筑後久留米（有馬玄蕃頭）
高知土佐（松平土佐守）
豊前小倉（小笠原右近将監）
伊予松山（松平隠岐守）
出雲松江（松平庄五郎）
筑後柳川（立花飛騨守）
伊予宇和島（伊達伊織）

９家

加賀金沢（松平加賀守）
美作津山（松平越後守）
讃岐高松（松平讃岐守）
阿波徳島（松平淡路守）
因幡鳥取（松平右衛門督）
越中富山（松平長門守）
大和郡山（本多信濃守）

７家

常陸水戸（水戸殿）
紀伊和歌山（紀伊殿）
備前岡山（松平大炊頭）
伊勢桑名（松平下總守）
甲斐甲府（松平甲斐守）
伊勢津（藤堂和泉守）
上野前橋（酒井雅樂頭）

７家

陸奥会津（松平肥後守）
陸奥仙台（松平陸奥守）
出羽久保田（佐竹大膳大夫）
出羽米沢（上杉民部大輔）
陸奥白河（松平大和守）
出羽庄内（酒井左衛門佐）
越後高田（松平越中守）
出羽山形（堀田伊豆守）
陸奥二本松（丹羽左京大夫）
陸奥盛岡（南部信濃守）

１０家

継立区間

①淀・大垣
１３２㎞
参向５日
下向７日

②大垣・濱松
１４２㎞
参向４日
下向４日

③濱松・三島
１４０㎞
参向６日
下向４日

④三島・江戸
１１２㎞
参向４日
下向４日

１
２
３
４
５
６
７
８
９

１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６

１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３

２４
２５
２６
２７
２８
２９
３０
３１
３２
３３
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（
往
復
と
も
）
に
改
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
新
し
い
区
間
は
箱
根

の
難
所
の
あ
る
三
島
・
江
戸
間
を
除
き
、
距
離
一
三
〇
〜
一
四
〇

㎞
ほ
ど
の
四
、
五
日
行
程
に
な
っ
て
い
る
。
鞍
皆
具
の
場
合
は
、

鞍
置
馬
と
異
な
り
途
中
に
交
替
地
点
を
設
け
な
い
淀
・
江
戸
間
通

し
の
一
区
間
、
五
二
六
㎞
、
一
九
日
行
程
に
設
定
さ
れ
た
。
負
担

大
名
は
鞍
皆
具
数
が
一
八
〇
疋
分
と
な
る
よ
う
参
向
時
六
五
家
、

下
向
時
五
六
家
と
二
組
に
分
け
ら
れ
、
い
ず
れ
か
片
道
の
み
を
担

当
し
た
（
３１
）
。

加
え
て
幕
府
は
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
の
割
り
当
て
に
際
し
、
通
信

使
来
日
に
伴
う
他
の
役
負
担
と
の
兼
ね
合
い
を
考
え
る
よ
う
に
な

る
。「
海
陸
往
来
の
御
馳
走
を
辨
す
る
分
は
、
尾
張
公
を
始
め
と

し
て
、
以
下
の
面
々
皆
鞍
馬
を
沙
汰
せ
す
（
３２
）
」
と
、
通
信
使
の
旅
程

の
海
路
・
陸
路
に
お
け
る
接
待
役
担
当
大
名
に
は
鞍
置
馬
・
鞍
皆

具
を
命
じ
な
い
方
針
に
し
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
接
待

役
と
双
方
を
担
当
し
て
い
た
彦
根
藩
井
伊
家
、
尾
張
藩
徳
川
家
、

そ
し
て
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）、
琉
球
使
節
の
参
向
に
携
わ
っ

た
薩
摩
藩
島
津
家
も
対
象
外
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
諸
大
名
を
継
立
区
間
に
配
置
す
る
際
、
領
地
を
考
慮
し

た
区
間
設
定
が
工
夫
さ
れ
た
。
こ
れ
に
関
し
新
井
白
石
は
『
折
た

く
柴
の
記
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
（
３３
）
。

又
、
外
使
京
よ
り
こ
ゝ
に
来
り
帰
ら
む
道
の
ほ
ど
、
か
の
一

行
の
人
の
乗
る
べ
き
鞍
馬
ど
も
、
諸
大
名
の
役
に
課
せ
ら
る
。

こ
れ
例
也
。
其
役
を
充
ら
る
べ
き
事
例
を
し
る
し
て
、
ま
ゐ

ら
せ
し
に
、
た
と
へ
ば
、
西
国
大
名
の
中
、
遠
江
国
よ
り
東

の
役
を
課
せ
、
東
国
の
大
名
の
中
、
三
河
国
よ
り
西
の
役
に

充
て
ら
る
ゝ
あ
り
て
、
凡
そ
役
に
し
た
が
ふ
事
、
一
日
程
を

限
と
し
、
来
ら
む
時
に
一
日
、
帰
ら
む
時
に
一
日
、
す
べ
て

両
日
に
過
ぐ
べ
か
ら
ず
と
見
え
た
り
。
某
こ
れ
を
見
て
、
此

定
し
か
る
べ
し
と
も
見
え
ず
、
西
国
の
人
々
に
は
、
三
河
国

よ
り
西
の
事
を
課
せ
、
東
国
の
人
々
に
は
、
遠
江
国
よ
り
東

の
事
課
す
べ
き
事
に
や
、
さ
ら
ば
西
国
の
大
名
の
家
人
等
、

外
使
来
ら
む
を
送
り
し
後
は
、
を
の
を
の
大
坂
の
屋
敷
に
帰

り
て
、
外
使
帰
ら
む
期
に
さ
き
だ
ち
て
、
迎
ふ
べ
き
所
に
出

向
ひ
、
ま
た
東
国
の
大
名
の
家
人
は
、
外
使
を
迎
へ
し
後
に

は
此
所
に
来
り
集
り
て
、
外
使
帰
ら
む
に
至
て
、
こ
れ
を
送

る
べ
し
。
さ
ら
ば
を
の
を
の
其
便
も
よ
ろ
し
く
し
て
、
お
の

づ
か
ら
路
費
の
用
、
其
半
を
も
減
ず
べ
し
。

こ
の
史
料
に
よ
る
と
、
白
石
は
正
徳
期
以
前
の
状
態
を
「
西
国
大

名
の
中
、
遠
江
国
よ
り
東
の
役
を
課
せ
、
東
国
の
大
名
の
中
、
三

河
国
よ
り
西
の
役
に
充
て
ら
る
ゝ
あ
り
」
と
記
し
、
西
国
大
名
が

史
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遠
江
国
よ
り
東
を
、
東
国
大
名
が
三
河
国
よ
り
西
を
、
つ
ま
り
領

地
か
ら
遠
い
区
間
を
割
り
当
て
ら
れ
て
不
便
で
あ
っ
た
と
し
て
い

る
。
そ
こ
で
「
此
定
し
か
る
べ
し
と
も
見
え
ず
」
と
批
判
し
た
上

で
、
西
国
大
名
に
は
三
河
国
よ
り
西
を
、
東
国
大
名
に
は
遠
江
国

よ
り
東
を
、
つ
ま
り
領
地
に
近
い
区
間
を
割
り
当
て
る
べ
き
だ
と

主
張
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
諸
大
名
か
ら
鞍
置
馬
と
と
も
に

派
遣
さ
れ
た
「
家
人
」、
つ
ま
り
役
人
や
添
人
た
ち
は
参
向
時
の

役
遂
行
後
か
ら
下
向
時
ま
で
の
間
、
江
戸
や
大
坂
の
屋
敷
で
待
機

す
る
の
で
「
お
の
づ
か
ら
路
費
の
用
、
其
半
を
も
減
ず
べ
し
」
と

経
費
節
減
に
な
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
表
１
を
み
る
と
、

淀
・
大
垣
間
に
九
州
・
四
国
地
域
の
大
名
、
大
垣
・
浜
松
間
、
浜

松
・
三
島
間
に
中
国
・
近
畿
・
中
部
地
域
の
大
名
、
三
島
・
江
戸

間
に
東
北
地
域
の
大
名
が
揃
っ
て
お
り
、
確
か
に
白
石
の
考
え
が

反
映
さ
れ
た
と
い
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
新
井
白
石
を
中
心
と
す
る
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
負

担
方
法
の
改
変
に
よ
り
、
①
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
負
担
の
分
離
、
②

石
高
に
応
じ
た
基
準
設
定
が
な
さ
れ
、
諸
大
名
は
そ
れ
ぞ
れ
の
藩

の
規
模
に
見
合
っ
た
負
担
を
行
え
る
よ
う
に
な
り
、
大
名
動
員
数

自
体
も
倍
増
し
た
。
加
え
て
③
継
立
区
間
の
均
一
化
、
④
重
役
を

避
け
た
割
り
当
て
、
⑤
領
地
を
考
慮
し
た
区
間
設
定
か
ら
は
、
幕

府
が
実
際
に
役
負
担
に
携
わ
る
大
名
側
の
立
場
を
配
慮
し
、
効
率

の
よ
い
方
法
を
導
入
し
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、

正
徳
期
の
改
変
は
一
大
名
に
か
か
る
負
担
の
均
一
化
、
分
散
化
、

経
費
節
減
を
図
っ
た
も
の
で
、
寛
永
二
〇
年
（
一
六
四
三
）
以
降

用
い
ら
れ
て
き
た
古
い
方
法
を
大
き
く
変
え
る
新
た
な
試
み
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。

２
、
改
変
の
理
由

で
は
、
な
ぜ
正
徳
期
に
こ
の
よ
う
な
改
変
が
行
わ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
第
一
に
考
え
ら
れ
る
の
が
、
新
井
白
石
と
荻
原
重
秀
の

鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
負
担
方
法
を
め
ぐ
る
意
見
の
対
立
で
あ
る
。
両

者
は
と
も
に
朝
鮮
御
用
掛
と
し
て
通
信
使
来
日
準
備
を
取
り
仕
切

る
立
場
に
あ
っ
た
が
、
考
え
方
は
正
反
対
で
あ
っ
た
。『
折
た
く

柴
の
記
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
（
３４
）
。

始
め
ま
い
ら
せ
し
所
は
、
荻
原
近
江
守
重
秀
は
か
ら
ひ
し
所

に
て
、
鞍
具
馬
等
を
ば
、
商
人
の
う
け
お
ひ
と
い
ふ
事
に
な

し
て
、
大
名
よ
り
は
、
其
価
を
出
さ
し
む
べ
き
由
の
事
也
。

か
ゝ
る
事
ど
も
、
国
躰
に
し
か
る
べ
か
ら
ず
と
申
と
ゞ
め
し

事
也
。

右
の
よ
う
に
重
秀
は
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
を
「
商
人
の
う
け
お
ひ
」
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と
し
、
そ
の
費
用
を
諸
大
名
か
ら
徴
収
し
よ
う
と
計
画
し
て
い
た
。

か
つ
て
重
秀
は
五
代
将
軍
綱
吉
政
権
下
で
東
大
寺
大
仏
殿
造
営
（
３５
）
や

富
士
山
噴
火
の
降
灰
除
去
（
３６
）
と
い
っ
た
国
家
的
事
業
に
取
り
組
ん
だ

際
、
幕
領
・
私
領
に
石
高
に
応
じ
た
国
役
金
を
賦
課
し
費
用
を
捻

出
し
て
い
た
。
経
済
官
僚
の
重
秀
に
と
っ
て
は
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具

の
確
保
も
同
様
に
対
処
し
う
る
事
案
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
白
石
は
、
こ
の
商
人
請
負
案
を
「
国
躰
に
し
か
る
べ
か

ら
ず
」
と
徹
底
的
に
批
判
し
て
い
る
。
儒
学
者
の
立
場
か
ら
政
治

に
携
わ
っ
て
い
た
白
石
に
と
っ
て
、
通
信
使
の
来
日
は
国
の
体
面

に
関
わ
る
重
大
事
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
客
使
迎
送
の
料
の
鞍
馬

の
一
事
は
、
某
議
し
申
す
事
あ
る
が
た
め
に
、
前
例
に
よ
ら
れ
て
、

諸
国
大
名
の
役
に
ぞ
仰
下
さ
れ
た
り
け
る
（
３７
）
」
と
、
白
石
の
強
い
主

張
か
ら
、
こ
れ
ま
で
通
り
諸
大
名
が
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
を
負
担
す

る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
周
知
の
よ
う
に
白
石
は
、
重
秀
の
進

め
て
い
た
貨
幣
政
策
に
も
断
固
否
定
的
な
立
場
を
と
り
、
翌
正
徳

二
年
（
一
七
一
二
）
六
代
将
軍
徳
川
家
宣
へ
三
度
弾
劾
書
を
提
出

し
、
罷
免
に
追
い
込
む
ほ
ど
で
あ
っ
た
（
３８
）
。
正
徳
期
の
負
担
方
法
改

変
の
裏
に
は
、
経
済
政
策
で
対
立
す
る
荻
原
重
秀
の
商
人
請
負
案

に
対
す
る
白
石
の
強
い
抵
抗
意
識
が
う
か
が
え
る
。

第
二
に
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
聘
礼
改
革
と
の
関
連
で
あ
る
。

元
禄
期
以
降
日
本
国
内
経
済
が
低
迷
す
る
中
、
宝
永
大
地
震
や
富

士
山
噴
火
な
ど
の
自
然
災
害
が
相
次
ぎ
、
幕
府
や
諸
大
名
は
そ
の

救
済
・
復
興
の
た
め
多
額
の
費
用
を
費
や
し
て
い
た
。
そ
し
て
徳

川
家
宣
が
新
将
軍
に
就
任
し
た
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）、
幕
府

財
政
は
危
機
的
状
況
に
あ
っ
た
。
諸
政
策
に
使
用
可
能
な
財
源
が

七
六
、
七
万
両
で
あ
る
一
方
支
出
が
一
四
〇
万
両
に
及
ぶ
ほ
ど
で
、

白
石
も
「
此
年
比
、
国
財
つ
が
ざ
る
所
あ
り
ぬ
べ
し
と
は
思
ひ
し

か
ど
、
か
ほ
ど
ま
で
の
事
な
る
べ
し
と
も
思
ひ
よ
ら
ず
（
３９
）
」
と
、
そ

の
驚
き
を
書
き
残
す
ほ
ど
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
の
通
信
使
来

日
に
臨
み
、
白
石
は
「
和
平
・
簡
素
・
対
等
」
の
三
方
針
に
基
づ

く
聘
礼
改
革
を
行
い
経
費
節
減
を
計
画
す
る
（
４０
）
。
例
え
ば
江
戸
へ
の

旅
程
に
お
い
て
も
「
沿
路
の
国
々
の
労
費
も
は
か
り
な
し
（
４１
）
」
と
通

信
使
へ
の
饗
応
を
国
内
五
か
所
に
限
り
、
他
の
休
泊
地
で
は
食
料

の
み
を
提
供
す
る
こ
と
に
し
た
（
４２
）
。
そ
し
て
従
来
一
〇
〇
万
両
か
か

る
と
さ
れ
て
き
た
幕
府
の
聘
礼
費
用
を
六
割
ほ
ど
削
減
す
る
こ
と

に
成
功
し
て
い
る
。
ま
た
彼
は
幕
府
や
諸
大
名
に
限
ら
ず
沿
道
諸

国
の
負
担
緩
和
を
も
視
野
に
入
れ
て
い
た
。
次
の
『
折
た
く
柴
の

記
』
の
一
節
か
ら
も
、
白
石
が
通
信
使
の
通
行
地
へ
の
負
担
を
気

に
か
け
て
い
た
様
子
が
読
み
取
れ
る
（
４３
）
。

は
じ
め
京
に
上
る
と
て
、
美
濃
国
大
垣
を
過
る
ほ
ど
に
、
そ

史
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の
町
の
家
々
に
、
こ
と
ご
と
く
榜
示
を
た
て
し
あ
る
を
見
れ

ば
、
こ
ゝ
を
ば
一
丈
き
る
べ
し
。
か
し
こ
を
ば
一
尺
き
る
べ

し
な
ど
、
尺
寸
を
わ
か
ち
て
し
る
し
た
り
。
い
か
な
る
事
に

や
と
問
ひ
し
に
、
朝
鮮
の
聘
事
に
つ
き
て
、
其
事
承
り
給
ひ

し
人
々
の
、
こ
ゝ
を
過
給
ひ
し
に
、
大
目
付
、
勘
定
奉
行
等

の
人
々
、
召
供
せ
ら
れ
し
対
馬
守
の
家
人
、
こ
の
と
こ
ろ
路

狭
く
し
て
、
大
�
の
通
ら
む
時
の
煩
あ
る
べ
し
と
申
せ
し
か

ば
、
か
く
は
沙
汰
し
置
か
れ
し
と
い
ふ
也
。
か
の
使
の
こ
ゝ

を
過
る
は
、
此
度
を
始
と
や
す
る
と
問
ひ
し
に
、
彼
使
の
来

る
ご
と
に
必
ず
此
所
を
ば
通
り
候
ひ
し
か
と
答
ふ
。
京
に
つ

き
し
事
を
注
進
せ
し
書
に
、
此
事
を
議
し
て
、
此
等
の
事
、

沿
道
諸
国
の
煩
な
る
べ
し
。
彼
使
来
り
し
よ
り
此
か
た
、
事

の
煩
な
か
り
し
を
、
今
は
た
こ
れ
ら
の
沙
汰
あ
ら
む
事
、
も

つ
と
も
し
か
る
べ
か
ら
ず
と
申
し
た
り
き
。
後
に
き
く
に
、

こ
れ
ら
の
事
は
こ
と
ご
と
く
に
と
ゞ
め
ら
れ
き
。

こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
白
石
が
大
垣
に
立
ち
寄
っ
た
際
、
道
の

脇
々
に
榜
示
を
立
て
て
あ
っ
た
も
の
を
見
た
と
い
う
。
詳
し
く
尋

ね
た
と
こ
ろ
、
白
石
よ
り
前
に
通
信
使
来
日
準
備
と
し
て
朝
鮮
御

用
掛
大
目
付
、
勘
定
奉
行
、
対
馬
藩
役
人
ら
が
訪
れ
「
路
狭
く
し

て
、
大
�
の
通
ら
む
時
の
煩
あ
る
べ
し
」
と
、
道
幅
が
狭
く
通
信

使
の
掲
げ
る
大
旗
の
妨
げ
に
な
る
と
し
て
整
備
す
る
長
さ
を
細
か

く
指
示
し
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
白
石
は
「
彼

使
来
り
し
よ
り
此
か
た
、
事
の
煩
な
か
り
し
を
、
今
は
た
こ
れ
ら

の
沙
汰
あ
ら
む
事
、
も
つ
と
も
し
か
る
べ
か
ら
ず
」
と
、
こ
れ
ま

で
の
通
信
使
通
行
時
に
何
と
も
な
か
っ
た
の
に
、
今
回
に
限
り
道

の
整
備
の
指
示
が
あ
る
と
い
う
の
は
お
か
し
い
と
反
発
し
て
い
る
。

そ
し
て
幕
府
へ
の
注
進
書
に
「
沿
道
諸
国
の
煩
な
る
べ
し
」
と
通

行
地
へ
の
負
担
を
強
く
申
し
立
て
、
道
の
整
備
は
し
な
く
て
も
よ

い
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。

右
の
大
垣
の
道
筋
整
備
の
事
例
か
ら
も
白
石
が
通
信
使
の
通
行

や
国
内
滞
在
に
伴
う
過
度
な
負
担
を
減
ら
す
必
要
性
を
強
く
意
識

し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
多
く
の
諸
大
名
を
動
員
せ
ね
ば

な
ら
な
い
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
負
担
も
彼
に
と
っ
て
は
改
善
す
べ
き

事
案
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
結
局
白
石
の
断
行
し
た
聘
礼

改
革
は
先
例
に
反
し
、
信
使
側
と
の
紛
争
に
発
展
し
た
た
め
次
回

の
享
保
期
以
降
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
白
石
が

当
時
の
日
本
、
す
な
わ
ち
幕
府
や
諸
大
名
、
沿
道
諸
国
の
村
々
の

置
か
れ
て
い
た
状
況
を
憂
慮
し
、
通
信
使
来
日
に
伴
う
経
費
・
負

担
の
緩
和
を
画
策
し
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
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三
、
享
保
期
の
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
負
担

１
、
再
度
の
改
変

享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
徳
川
吉
宗
の
八
代
将
軍
就
任
に
伴
い
、

六
、
七
代
将
軍
を
支
え
て
い
た
新
井
白
石
は
政
治
の
表
舞
台
か
ら

姿
を
消
す
。
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
の
通
信
使
来
日
に
当
た
っ

て
も
、
白
石
の
聘
礼
改
革
の
批
判
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
聘
礼
様
式

が
「
天
和
の
旧
例
」
に
復
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
同
じ

く
白
石
の
発
案
で
変
え
ら
れ
た
は
ず
の
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
負
担
方

法
は
、
天
和
期
以
前
の
方
式
に
戻
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
さ
ら
に
新

し
い
改
変
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
享
保
期
の
負

担
方
法
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
具
体
的
に
整
理
し
、
鞍
置
馬
・
鞍

皆
具
負
担
方
法
が
定
着
し
て
い
っ
た
様
子
を
み
て
い
く
。

通
信
使
来
日
を
間
近
に
控
え
た
享
保
四
年
四
月
、
朝
鮮
御
用
掛

老
中
井
上
河
内
守
正
岑
か
ら
諸
大
名
へ
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
負
担
の

令
達
が
伝
え
ら
れ
た
（
４４
）
。
こ
の
と
き
幕
府
の
用
い
た
負
担
方
法
は
、

基
本
的
に
正
徳
期
と
大
き
く
変
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。
享
保
期
も

一
〇
万
石
を
境
に
負
担
対
象
が
分
け
ら
れ
、
鞍
置
馬
負
担
大
名
三

六
家
、
鞍
皆
具
負
担
大
名
一
五
二
家
、
計
一
八
八
家
が
動
員
さ
れ

た
（
４５
）。
次
の
表
２
は
享
保
期
の
鞍
置
馬
負
担
大
名
に
つ
い
て
ま
と
め

た
も
の
で
あ
る
。
負
担
者
は
い
ず
れ
も
一
〇
万
石
以
上
の
大
名
で
、

正
徳
期
の
三
三
家
か
ら
三
家
増
え
た
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
各
区

間
に
は
通
信
使
の
必
要
と
す
る
鞍
置
馬
八
〇
疋
が
揃
う
よ
う
計
画

的
に
割
り
振
ら
れ
て
い
る
。
負
担
基
準
も
正
徳
期
の
ま
ま
約
二
万

五
〇
〇
〇
石
に
付
一
疋
の
割
合
が
維
持
さ
れ
（
４６
）
、
接
待
役
と
の
重
役

か
ら
鞍
置
馬
負
担
を
免
除
さ
れ
た
彦
根
藩
井
伊
家
、
尾
張
藩
徳
川

家
は
外
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

新
た
な
改
変
が
加
え
ら
れ
た
の
は
継
立
区
間
で
あ
る
。
正
徳
期

の
場
合
、
諸
大
名
は
距
離
・
日
数
を
ほ
ぼ
均
一
に
し
た
四
区
間
の

う
ち
い
ず
れ
か
で
往
復
の
役
負
担
を
行
っ
て
い
た
。
こ
の
継
立
区

間
が
享
保
期
に
淀
・
江
戸
間
を
二
等
分
す
る
二
区
間
と
な
り
、
諸

大
名
も
①
淀
・
新
居
（
参
向
）、
②
舞
坂
・
江
戸
（
参
向
）、
②
江

戸
・
舞
坂
（
下
向
）、
④
新
居
・
江
戸
（
下
向
）
の
四
組
に
分
け

ら
れ
片
道
の
み
の
役
を
遂
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り

各
区
間
の
距
離
・
日
数
自
体
は
倍
増
す
る
も
の
の
、
役
負
担
が
往

復
か
ら
片
道
へ
半
減
さ
れ
た
た
め
諸
大
名
の
負
担
量
は
結
局
正
徳

期
の
ま
ま
に
保
た
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
新
居
と
舞
坂
の
間
に
は

渡
船
で
往
来
す
る
浜
名
湖
が
あ
っ
た
。
正
徳
期
ま
で
新
居
も
舞
坂

も
た
だ
の
通
過
地
に
過
ぎ
ず
「
官
人
駕
乗
馬
御
関
所
前
ヨ
リ
渡
海

之
事
（
４７
）
」
と
、
駕
籠
や
乗
馬
は
浜
名
湖
を
渡
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
享
保
期
に
は
両
地
を
役
負
担
の
開
始
・
終
了
地
点
と
す
る

こ
と
で
、
多
く
の
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
、
添
人
ら
の
渡
船
の
手
間
が

史
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表２ 享保４年（１７１９）の諸大名の鞍置馬負担

負担割合（万石）

２．５６
２．５
２．５７
２．５３
２．４６
２．５
２．７４
２．５
３

－

２．５
２．５
２．５６
２．２５
２．５

－

２．５
２．５
２．５
２．５７
２．５
２．５
２．７６
２．５
２．５
２．５
２．５
２．５

－

２．５２
２．４
２．５
２．６６
２．５
２．５５
２．６３
２．５
２．５５
２．５

－

註）「出馬帳」『享保信使記録』（韓国国史編纂委員会所蔵），「通航一覧」巻三十九より作成。
下向新居・淀間では方広寺大仏前招宴のため京都に２日間逗留し参向時より１日多くかかった。
負担割合は鞍置馬１疋の供出の基準となる石高のこと（石高÷鞍置馬数）。

鞍置馬数（疋）

９
１３
１０
８
２２
６
４
４
４

８０

１４
１０
４０
１２
４

８０

２５
６
６
８
４
４
５
６
４
４
４
４

８０

２２
５
４
７
６
１４
８
６
４
４

８０

石高（石）

２３０，０００
３２０，０００
２５７，０００
２０２，６００
５４１，１００
１５０，０００
１０９，６００
１００，０００
１２０，０００

２，０００，０００

１，０２５，０００
１００，０００
１２０，０００
２５７，０００
３２０，０００

１，９９５，０００

６，２５６，０００
１５０，０００
１５０，０００
２０５，８００
１００，０００
１００，０００
１３８，０００
１５０，０００
１００，０００
１００，０００
１００，０００
１００，０００

２，０１９，０００

５５５，０００
１２０，０００
１００，０００
１８６，０００
１５０，０００
３５７，０００
２１０，０００
１５０，０００
１０２，０００
１００，０００

２，０３０，０００

負担大名（藩・大名）

陸奥会津（松平肥後守）
因幡鳥取（松平右衛門督）
阿波徳島（松平淡路守）
土佐高知（松平土佐守）
肥後熊本（細川越中守）
伊予松山（松平隠岐守）
筑後柳川（立花飛騨守）
越中富山（松平長門守）
大和郡山（本多唐之助）

９家

常陸水戸（水戸中将）
越前福井（松平伊豫守）
加賀金沢（松平加賀守）
伊勢津（藤堂和泉守）
伊勢桑名（松平下総守）

５家

陸奥仙台（松平陸奥守）
出羽米沢（上杉民部大輔）
陸奥白河（松平大和守）
出羽久保田（佐竹右京大夫）
武蔵忍（阿部豊後守）
陸奥二本松（丹羽左京大夫）
出羽庄内（酒井左衛門佐）
上野前橋（酒井雅樂頭）
出羽山形（堀田伊豆守）
信州松代（真田伊豆守）
陸奥盛岡（南部大膳亮）
越後高田（松平日向守）

１２家

紀伊和歌山（紀伊中納言）
讃岐高松（松平讃岐守）
美作津山（松平越後守）
出雲松江（松平出羽守）
甲斐甲府（松平甲斐守）
肥前佐賀（松平丹後守）
筑後久留米（有馬玄蕃頭）
豊前小倉（小笠原右近将監）
下総佐倉（稲葉丹後守）
豊前中津（奥平大膳大夫）

１０家

継立区間

①淀・新居
参向
２６３㎞
８．５日

②舞坂・江戸
参向
２６３㎞
８．５日

③江戸・舞坂
帰国
２６３㎞
８．５日

④新居・淀
帰国
２６３㎞
９．５日

１
２
３
４
５
６
７
８
９

１０
１１
１２
１３
１４

１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４
２５
２６

２７
２８
２９
３０
３１
３２
３３
３４
３５
３６
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省
か
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
新
居
と
舞
坂
は
地
理
的
に
淀
・
江

戸
間
の
中
間
に
あ
り
、
さ
ら
に
通
信
使
一
行
の
渡
船
の
負
担
を
減

ら
す
た
め
に
も
打
っ
て
つ
け
の
継
立
地
点
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
片
道
の
み
の
負
担
と
な
っ
た
こ
と
で
、
参
向
時
と
下
向

時
の
役
の
間
に
存
在
し
た
待
機
期
間
も
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で

各
大
名
家
か
ら
派
遣
さ
れ
た
役
人
・
添
人
は
参
向
時
の
役
遂
行
後
、

江
戸
や
大
坂
の
藩
邸
で
待
ち
再
び
任
地
へ
赴
い
て
い
た
。
し
か
し

享
保
期
か
ら
そ
の
必
要
は
な
く
な
り
、
役
目
を
終
え
れ
ば
そ
の
ま

ま
帰
途
に
つ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
各
大
名
家

が
役
負
担
に
要
す
る
日
数
も
大
幅
に
削
減
さ
れ
る
。

例
え
ば
加
賀
藩
前
田
家
の
場
合
、
正
徳
期
に
は
幕
府
か
ら
鞍
置

馬
四
一
疋
を
割
り
当
て
ら
れ
、
大
垣
・
浜
松
間
で
参
向
時
に
四
日

間
、
下
向
時
も
四
日
間
、
計
八
日
間
の
役
を
遂
行
し
た
。
享
保
期

に
は
鞍
置
馬
四
〇
疋
を
舞
坂
・
江
戸
間
で
参
向
時
の
み
九
日
間
負

担
し
た
（
４８
）
。
役
遂
行
期
間
は
享
保
期
の
方
が
一
日
多
い
。
し
か
し
実

際
正
徳
期
に
は
、
役
人
や
添
人
が
国
元
か
ら
任
地
へ
赴
き
通
信
使

一
行
に
鞍
置
馬
を
提
供
し
再
び
帰
国
す
る
ま
で
一
一
九
日
か
か
っ

た
の
に
対
し
、
享
保
期
は
た
っ
た
の
六
七
日
に
止
ま
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
正
徳
期
の
約
六
割
の
日
数
で
役
負
担
全
体
を
済
ま
せ
、
五

二
日
も
短
縮
し
た
こ
と
に
な
る
（
４９
）
。
し
か
も
こ
の
う
ち
四
六
日
間
が

享
保
期
に
な
く
な
っ
た
待
機
期
間
と
下
向
時
の
役
へ
向
か
う
移
動

期
間
で
あ
っ
た
（
５０
）
。
こ
の
加
賀
藩
前
田
家
の
事
例
は
、
継
立
区
間
の

合
理
化
が
日
数
短
縮
な
ど
諸
大
名
家
に
か
か
る
役
負
担
の
効
率
化

に
つ
な
が
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。

ま
た
享
保
期
に
は
鞍
皆
具
継
立
区
間
も
鞍
置
馬
と
同
じ
四
区
間

に
変
更
さ
れ
る
。
次
の
『
通
航
一
覧
』
の
一
節
か
ら
は
こ
の
変
更

と
負
担
基
準
と
の
関
連
が
う
か
が
え
る
（
５１
）
。

一
朝
鮮
人
参
向
之
節
、
西
國
大
名
方
乗
馬
御
出
し
被
成
候
は
、

先
年
は
大
坂
よ
り
江
戸
ま
て
御
送
候
と
も
、
今
度
は
大
坂
よ

り
遠
州
新
居
ま
て
御
送
候
、
其
代
に
唯
今
ま
て
貳
疋
出
之
方

は
四
疋
に
成
、
五
疋
之
方
は
拾
疋
に
成
候
、
路
法
近
き
に
依

て
な
り
。

ま
ず
右
の
史
料
中
に
は
「
乗
馬
」
と
あ
る
が
、
正
徳
期
に
淀
・
江

戸
間
が
鞍
皆
具
の
継
立
区
間
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
中
馬
に
の
せ
る

鞍
皆
具
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
正
徳
期
の
鞍
皆
具
の
継

立
区
間
も
淀
・
江
戸
間
約
五
二
六
㎞
で
あ
っ
た
の
で
、「
大
坂
よ

り
江
戸
ま
て
」
と
あ
る
の
も
淀
か
ら
江
戸
ま
で
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
享
保
期
に
は
鞍
置
馬
と
同
じ
淀
か
ら
「
遠
州
新
居
ま
て
」

の
約
二
六
三
㎞
と
な
っ
た
。
継
立
区
間
の
み
に
注
目
す
る
と
一
見

負
担
が
半
減
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
と
こ
ろ
が
負
担
数
に
目

史
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を
向
け
る
と
「
貳
疋
出
之
方
は
四
疋
に
成
、
五
疋
之
方
は
拾
疋
に

成
候
」
と
、
負
担
基
準
が
正
徳
期
の
二
倍
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
鞍
皆
具
負
担
基
準
が
一
万
石
に
付
一
疋
分
か
ら
二
疋
分
へ
と

増
加
し
た
の
で
あ
る
（
５２
）
。
つ
ま
り
「
其
代
に
」、「
路
法
近
き
に
依
て

な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
幕
府
は
享
保
期
の
鞍
皆
具
継
立
区
間
を

半
減
さ
せ
る
と
同
時
に
基
準
と
な
る
負
担
数
を
倍
増
さ
せ
る
こ
と

で
、
一
大
名
に
か
か
る
負
担
量
を
正
徳
期
の
ま
ま
に
維
持
し
た
の

で
あ
る
。

二
万
石
の
赤
穂
藩
森
家
の
事
例
を
み
て
み
よ
う
。
正
徳
期
は
参

向
時
に
淀
・
江
戸
間
で
鞍
皆
具
を
二
疋
分
、
享
保
期
は
下
向
時
、

江
戸
・
舞
坂
間
で
四
疋
分
を
負
担
し
て
い
る
（
５３
）
。
正
徳
期
に
は
実
際

一
九
日
か
か
っ
た
が
、
京
都
で
一
日
、
大
井
川
の
川
止
め
に
よ
り

金
谷
で
一
日
、
計
二
日
余
計
に
滞
在
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
分
を

引
い
て
一
七
日
か
か
っ
た
と
考
え
る
（
５４
）
。
す
る
と
鞍
置
馬
負
担
に
か

か
る
総
合
的
な
負
担
量
（
負
担
数
×
日
数
）
は
、
正
徳
期
も
三
四

疋
分
（
２
疋
分
×
１７
日
�
３４
疋
分
）、
享
保
期
も
三
四
疋
分
（
４

疋
分
×
８．５
日
�
３４
疋
分
）
と
結
局
は
変
化
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ

か
る
。

以
上
か
ら
、
幕
府
は
一
大
名
に
か
か
る
総
合
的
な
負
担
量
を
正

徳
期
の
ま
ま
維
持
し
、
さ
ら
に
日
数
等
を
削
減
さ
せ
る
こ
と
で
負

担
方
法
の
効
率
化
を
図
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
享
保
期
に
な
さ
れ

た
①
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
継
立
区
間
の
合
理
化
、
②
鞍
皆
具
負
担
基

準
の
再
設
定
は
基
本
的
に
正
徳
期
の
負
担
方
法
を
引
き
継
い
だ
上

で
、
さ
ら
に
合
理
性
・
機
能
性
を
追
究
し
修
正
を
加
え
た
も
の
で

あ
っ
た
と
み
な
せ
よ
う
。

２
、
負
担
方
法
の
定
着

こ
の
よ
う
に
享
保
期
に
改
変
さ
れ
た
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
負
担
方

法
は
、
延
享
・
宝
暦
期
に
も
用
い
ら
れ
続
け
る
。
こ
の
両
期
の
負

担
方
法
、
す
な
わ
ち
負
担
対
象
や
基
準
、
継
立
区
間
な
ど
は
享
保

期
と
ほ
ぼ
同
じ
で
、
割
り
替
え
の
導
入
を
除
け
ば
大
き
な
違
い
は

な
い
（
５５
）
。
正
徳
期
か
ら
宝
暦
期
ま
で
の
負
担
大
名
数
に
目
を
向
け
て

み
よ
う
。
鞍
置
馬
負
担
大
名
は
、
正
徳
期
三
三
家
、
享
保
期
三
六

家
、
延
享
期
二
九
家
、
宝
暦
期
二
八
家
と
い
ず
れ
も
三
〇
家
前
後

で
あ
る
。
鞍
皆
具
負
担
大
名
は
、
正
徳
期
一
二
一
家
、
享
保
期
一

五
二
家
、
延
享
期
一
四
五
家
、
宝
暦
期
一
三
五
家
と
、
享
保
期
の

負
担
基
準
変
更
後
は
約
一
三
〇
〜
一
五
〇
家
に
定
着
し
て
い
る
（
５６
）
。

よ
っ
て
享
保
期
以
降
、
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
と
も
負
担
大
名
数
に
大

き
な
変
化
は
な
い
と
い
え
る
。

ま
た
、
正
徳
期
か
ら
宝
暦
期
ま
で
の
四
回
の
鞍
置
馬
負
担
大
名

に
つ
い
て
整
理
し
た
も
の
が
表
３
で
あ
る
。
表
に
示
し
た
よ
う
に

正
徳
期
以
降
、
鞍
置
馬
負
担
に
携
わ
っ
た
大
名
は
全
体
で
四
四
家
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表３ 正徳から宝暦期までの鞍置馬負担大名
大名 藩所在地 石高（石） 正徳元年 享保４年 延享５年 宝暦１４年

１ 紀伊殿 紀伊和歌山 ５５５，０００ ２０ ２２ ２４ ２４ ２４ ２４
２ 水戸殿 常陸水戸 ３５０，０００ １４ １４ １５ １５ １５ １６
３ 右衛門督殿 田安家 １００，０００ － － ４ ４ ４ ５
４ 刑部卿殿 一橋家 １００，０００ － － ４ ４ ４ ５
５ 宮内卿殿 清水家 １００，０００ － － － － ４ ５
６ 松平加賀守 加賀金沢 １，０２５，０００ ４１ ４０ ４４ ５０ ５０ ５０
７ 松平陸奥守 陸奥仙台 ６２０，０００ ２５ ２５ ２６ ３０ ３０ ３０
８ 細川越中守 肥後熊本 ５４０，０００ ２２ ２２ ２４ ２６ － －
９ 松平丹後守 肥前佐賀 ３５５，０００ １４ １４ １６ １７ １５ １７
１０ 藤堂和泉守 伊勢津 ３２３，０００ １３ ２２ １４ １５ １４ 免除
１１ 松平右衛門督 因幡鳥取 ３２０，０００ １２ １３ １４ 免除 １４ １５
１２ 松平淡路守 阿波徳島 ２５７，０００ １０ １０ １１ １２ １２ １３
１３ 松平大炊頭 備前岡山 ２５０，０００ ９ － － － － －
１４ 松平伊豫守 越前福井 ２５０，０００ － １０ １２ １４ １３ １４
１５ 松平肥後守 陸奥会津 ２３０，０００ １０ ９ １０ １１ １１ １２
１６ 有馬玄蕃頭 筑後久留米 ２１０，０００ ９ ８ ９ 免除 １０ １１
１７ 佐竹右京大夫 出羽久保田 ２０５，０００ １０ ８ ９ １０ １０ １１
１８ 松平土佐守 高知土佐 ２０２，０００ ８ ８ ９ 免除 １０ １１
１９ 松平出羽守 出雲松江 １８６，０００ ７ ７ ８ ９ － －
２０ 松平甲斐守 甲斐甲府 １５１，０００ １０ ６ － － － －
２１ 酒井雅楽頭 上野前橋 １５０，０００ １０ ６ － － － －
２２ 小笠原右近将監 豊前小倉 １５０，０００ ６ ６ ７ ８ ７ ８
２３ 松平隠岐守 伊予松山 １５０，０００ ６ ６ ７ ８ ７ ８
２４ 上杉民部大輔 出羽米沢 １５０，０００ ６ ６ ７ ８ ７ ８
２５ 松平大和守 陸奥白河

�武蔵川越
１５０，０００ ６ ６ － － － －
１５０，０００ － － － － ７ ８

２６ 榊原式部大輔 越後高田 １５０，０００ － － ７ ８ ７ ８
２７ 酒井左衛門佐 出羽庄内 １４０，０００ ６ ５ ６ ６ － －
２８ 松平讃岐守 讃岐高松 １２０，０００ ５ ６ ５ ５ ５ ５
２９ 松平越中守 越後高田

�陸奥白河
１１０，０００ ５ ４ － － － －
１１０，０００ － － ４ ４ ４ ５

３０ 立花飛騨守 筑後柳川 １０９，０００ ４ ４ ４ ４ ４ ５
３１ 伊達伊織 伊予宇和島 １００，０００ ４ － － － － －
３２ 堀田伊豆守 出羽山形

�下総佐倉
１００，０００ ４ ４ － － － －
１１０，０００ － － － － ４ 免除

３３ 真田伊豆守 信州松代 １００，０００ － ４ ４ ４ ４ ５
３４ 丹羽左京大夫 陸奥二本松 １００，０００ ４ ４ ４ 免除 ４ 免除
３５ 南部信濃守 陸奥盛岡 １００，０００ ４ ４ ４ ４ ４ ５
３６ 松平下総守 伊勢桑名 １００，０００ ４ ４ ４ ４ ４ ５
３７ 松平越後守 美作津山 １００，０００ ４ ４ － － － －
３８ 松平長門守 越中富山 １００，０００ ４ ４ ４ ４ ４ 免除
３９ 本多信濃守 大和郡山 １００，０００ ４ ４ － － － －
４０ 奥平大膳大夫 豊前中津 １００，０００ － ４ ４ ４ ４ ５
４１ 稲葉丹後守 下総佐倉 １００，０００ － ４ － － － －
４２ 阿部豊後守 武蔵忍 １００，０００ － ４ ４ ４ － －
４３ 阿部伊勢守 備後福山 １００，０００ － － － ４ － －
４４ 酒井藤太郎 若狭小浜 １００，０００ － － － － ４ ５

註）「諸御大名より被差出候上馬中馬鞍皆具割被仰出候御書付写」『正徳信使記録』，「出馬帳」『享保信使記
録』，「諸大名より被差出候上馬中馬鞍皆具之割被仰出御書付写」『延享信使記録』（いずれも大韓民国史料
編纂委員会所蔵），「諸御大名様より被差出候鞍置馬鞍皆具之割被仰出右ニ付伺書御返答」『宝暦信使記
録』（慶應義塾大学三田メディアセンター所蔵），『通航一覧』第一，巻三十七，巻三十九より。
濃色の背景は正徳から宝暦期まで４回負担した大名，薄色の背景は４回のうち３回負担した大名を示す。
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表４ 享保・延享・宝暦期の諸大名の鞍置馬継立区間

区間 享保４年 延享５年（割替後） 宝暦１４年（割替後）

淀・新居

陸奥会津（松平肥後守） 紀伊和歌山（紀伊殿） 加賀金沢（松平加賀守）
因幡鳥取（松平右衛門督） 肥前佐賀（松平丹後守） 肥前佐賀（松平信濃守）
阿波徳島（松平淡路守） 阿波徳島（松平阿波守） 阿波徳島（松平阿波守）
土佐高知（松平土佐守） 豊前小倉（小笠原右近将監）
肥後熊本（細川越中守） 筑後柳川（立花左近将監）
伊予松山（松平隠岐守） 出雲松江（松平出羽守）
筑後柳川（立花飛騨守） 出羽庄内（酒井左衛門尉）
越中富山（松平長門守）
大和郡山（本多唐之助）

舞坂・江戸

常陸水戸（水戸中将） 加賀金沢（松平加賀守） 陸奥仙台（松平陸奥守）
越前福井（松平伊豫守） 出羽久保田（佐竹右京大夫） 出羽米沢（上杉大炊頭）
加賀金沢（松平加賀守） 武蔵忍（阿部豊後守） 武蔵川越（松平大和守）
伊勢津（藤堂和泉守） 越中富山（松平出雲守） 越後高田（榊原式部大輔）
伊勢桑名（松平下総守） 陸奥白河（松平越中守） 若狭小浜（酒井藤太郎）

信州松代（真田伊豆守） 筑後柳川（立花左近将監）
陸奥盛岡（南部大膳大夫） 豊前中津（奥平大膳大夫）

出羽久保田（佐竹次郎）

江戸・舞坂

陸奥仙台（松平陸奥守） 常陸水戸（水戸殿） 常陸水戸（水戸殿）
出羽米沢（上杉民部大輔） 田安家（右衛門督殿） 田安家（右衛門督殿）
陸奥白河（松平大和守） 一橋家（刑部卿殿） 一橋家（刑部卿殿）
出羽久保田（佐竹右京大夫） 陸奥仙台（松平陸奥守） 清水家（宮内卿殿）
武蔵忍（阿部豊後守） 陸奥会津（松平肥後守） 陸奥会津（松平肥後守）
陸奥二本松（丹羽左京大夫） 越後高田（榊原小平太） 伊勢桑名（松平下総守）
出羽庄内（酒井左衛門佐） 出羽米沢（上杉大炊頭） 陸奥白河（松平越中守）
上野前橋（酒井雅樂頭） 信州松代（真田伊豆守）
出羽山形（堀田伊豆守） 讃岐高松（松平讃岐守）
信州松代（眞田伊豆守） 伊予松山（松平直次郎）
陸奥盛岡（南部大膳亮） 豊前小倉（小笠原伊豫守）
越後高田（松平日向守）

新居・淀

紀伊和歌山（紀伊中納言） 讃岐高松（松平讃岐守） 紀伊和歌山（紀伊殿）
讃岐高松（松平讃岐守） 伊勢津（藤堂和泉守） 越前福井（松平越前守）
美作津山（松平越後守） 肥後熊本（細川主馬） 筑後久留米（有馬中務大輔）
出雲松江（松平出雲守） 伊予松山（松平隠岐守） 因幡鳥取（松平相模守）
甲斐甲府（松平甲斐守） 伊勢桑名（松平下総守） 土佐高知（松平土佐守）
肥前佐賀（松平丹後守） 豊前中津（奥平大膳大夫） 陸奥盛岡（南部大膳大夫）
筑後久留米（有馬玄蕃守） 越前福井（松平兵部大輔）
豊前小倉（小笠原右近将監） 備後福山（阿部伊勢守）
下総佐倉（稲葉丹後守）
豊前中津（奥平大膳大夫）

註）「諸御大名より被差出候上馬中馬鞍皆具割被仰出候御書付写」『正徳信使記録』，「出馬帳」『享保信使記録』，「諸
大名より被差出候上馬中馬鞍皆具之割被仰出御書付写」『延享信使記録』（いずれも大韓民国史料編纂委員会所
蔵），「諸御大名様より被差出候鞍置馬鞍皆具之割被仰出右ニ付伺書御返答」『宝暦信使記録』（慶應義塾大学三田
メディアセンター所蔵），『通航一覧』第一，巻三十七，巻三十九より作成。
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で
あ
る
。
彼
ら
は
一
〇
万
石
以
上
の
石
高
を
有
す
る
大
名
で
あ
り
、

主
に
接
待
役
を
命
じ
ら
れ
な
い
御
三
家
、
御
三
卿
、
親
藩
、
有
力

外
様
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
大
名
の
負
担
回
数
に
注
目
す
る
と
四

回
連
続
負
担
し
た
大
名
は
一
六
家
（
背
景
に
濃
色
の
着
色
あ
り
）

で
、
紀
州
藩
徳
川
家
、
加
賀
藩
前
田
家
、
仙
台
藩
伊
達
家
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
四
回
の
う
ち
三
回
負
担
し
た
の
は
熊
本
藩
細

川
家
、
津
藩
藤
堂
家
、
鳥
取
藩
松
平
家
な
ど
一
二
家
（
背
景
に
薄

色
の
着
色
あ
り
）
の
大
名
で
あ
っ
た
。
特
に
一
五
万
石
以
上
の
大

名
に
よ
る
負
担
が
固
定
化
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
享
保
期
か
ら
宝
暦
期
ま
で
の
鞍
置
馬
負
担
大
名
の
継

立
区
間
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
４
で
あ
る
。
基
本
的
に
西
国
大
名

は
淀
に
近
い
区
間
、
東
国
大
名
は
江
戸
に
近
い
区
間
を
割
り
当
て

ら
れ
て
い
る
。
領
地
か
ら
遠
い
場
所
を
担
当
し
た
者
（
背
景
に
着

色
あ
り
）
は
、
最
も
多
い
宝
暦
期
で
も
五
家
を
数
え
る
の
み
で
あ

る
。
よ
っ
て
享
保
期
以
降
も
、
領
地
を
考
慮
し
た
区
間
設
定
が
継

続
し
て
行
わ
れ
て
い
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な

負
担
大
名
の
固
定
化
、
領
地
を
考
慮
し
た
区
間
設
定
の
継
続
か
ら

も
、
正
徳
・
享
保
期
に
改
変
さ
れ
た
負
担
方
法
が
定
着
し
て
い
っ

た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

四
、
延
享
・
宝
暦
期
の
割
り
替
え

１
、
延
享
期
の
割
り
替
え

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
延
享
・
宝
暦
期
に
は
新
た
に
割
り
替

え
と
い
う
方
法
が
導
入
さ
れ
た
。
割
り
替
え
と
は
、
諸
大
名
が
鞍

置
馬
・
鞍
皆
具
を
割
り
当
て
ら
れ
た
後
に
、
別
の
役
の
た
め
負
担

を
免
除
さ
れ
た
場
合
、
残
り
の
者
で
区
間
・
負
担
数
等
を
変
更
し
、

不
足
分
を
補
う
解
決
策
で
あ
る
。
正
徳
・
享
保
期
に
こ
の
割
り
替

え
は
確
認
で
き
な
い
。
両
期
と
も
一
旦
割
り
当
て
が
行
わ
れ
る
と

そ
の
後
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

延
享
期
の
場
合
も
、
通
信
使
一
行
の
淀
出
発
の
約
半
年
前
に
な

る
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
一
〇
月
一
四
日
、
幕
府
は
鞍
置
馬
・

鞍
皆
具
負
担
大
名
を
決
定
し
て
い
た
（
５７
）
。
し
か
し
約
一
か
月
後
の
一

一
月
二
三
日
、
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
負
担
大
名
の
う
ち
六
人
が
河
川

普
請
を
命
ぜ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
延
享
四
年
八
月
に
東
海
道
に

位
置
す
る
大
井
川
、
富
士
川
な
ど
の
大
河
川
が
氾
濫
し
、
通
信
使

の
来
日
に
備
え
る
必
要
か
ら
勘
定
奉
行
神
尾
春
央
、
井
澤
弥
惣
兵

衛
正
房
ら
を
中
心
に
河
川
普
請
の
計
画
が
進
ん
で
い
た
の
で
あ
る
（
５８
）
。

実
際
に
普
請
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
久
留
米
藩
有
馬
家
、
土
佐
藩

山
内
家
、
鳥
取
藩
松
平
家
、
二
本
松
藩
丹
羽
家
、
秋
月
藩
黒
田
家
、

岡
藩
中
川
家
で
あ
っ
た
（
５９
）
。
こ
れ
ら
の
大
名
家
は
翌
延
享
五
年
（
一

史
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七
四
八
）
一
月
、
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
負
担
を
免
除
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
（
６０
）
。

寛
延
元
年有

馬
中
務
大
輔

松
平
土
佐
守

松
平
勝
五
郎

丹
羽
左
京
大
夫

右
者
、
川
々
御
手
傳
御
用
被
仰
付
候
に
付
、
朝
鮮
人
鞍
置
馬

差
出
之
儀
、
御
免
之
旨
仰
出

黒
田
甲
斐
守

中
川
修
理
大
夫

右
就
同
断
、
朝
鮮
人
鞍
皆
具
差
出
之
儀
、
御
免
之
旨
被
仰
出

（
後
略
）

右
の
史
料
か
ら
も
「
川
々
御
手
傳
御
用
被
仰
付
候
に
付
」
と
河
川

手
伝
普
請
と
い
う
幕
府
か
ら
課
せ
ら
れ
た
別
の
役
の
た
め
に
久
留

米
藩
有
馬
家
ら
が
「
朝
鮮
人
鞍
置
馬
」
や
「
朝
鮮
人
鞍
皆
具
」
を

免
除
さ
れ
た
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
六
家
は
確
か
に

重
役
を
免
れ
る
も
の
の
、
こ
の
ま
ま
で
は
当
初
の
負
担
分
、
鞍
置

馬
三
六
疋
、
鞍
皆
具
二
四
疋
分
が
不
足
し
て
し
ま
う
（
６１
）
。
そ
こ
で
幕

府
の
と
っ
た
の
が
、
残
り
の
大
名
の
負
担
数
を
割
り
増
し
さ
せ
る

と
い
う
方
策
で
あ
っ
た
。
鞍
置
馬
負
担
大
名
は
四
家
抜
け
一
家
新

た
に
加
わ
っ
た
の
で
、
三
二
家
か
ら
二
九
家
へ
と
減
る
。
こ
の
う

ち
の
半
数
を
超
え
る
一
五
家
が
、
一
旦
決
ま
っ
た
区
間
や
負
担
数

を
変
更
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
６２
）
。
ま
た
大
名
数
の
減
少
に
よ
り
負

担
基
準
も
当
初
の
約
二
万
五
〇
〇
〇
石
に
付
一
疋
か
ら
約
二
万
一

一
〇
〇
石
に
付
一
疋
と
な
り
、
一
大
名
に
か
か
る
負
担
が
増
す
こ

と
と
な
っ
た
。

一
方
鞍
皆
具
の
場
合
は
、
ひ
と
ま
ず
免
除
対
象
が
二
家
の
み
で

変
更
も
少
な
か
っ
た
。
残
り
の
大
名
の
う
ち
一
家
が
区
間
を
変
え

ら
れ
、
も
う
一
家
が
新
し
く
加
わ
っ
た
だ
け
の
簡
単
な
割
り
替
え

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
三
月
に
さ
ら
に
鞍
皆
具
負
担
大
名
の
う
ち

六
家
が
、
公
家
衆
門
跡
方
接
待
や
京
都
火
消
を
命
ぜ
ら
れ
負
担
メ

ン
バ
ー
か
ら
外
さ
れ
る
（
６３
）
。
結
局
負
担
大
名
は
当
初
の
一
五
二
家
か

ら
一
四
五
家
に
減
り
、
鞍
皆
具
も
四
一
疋
分
大
幅
に
不
足
す
る
事

態
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
よ
っ
て
幕
府
は
も
う
一
度
割
り
替
え
を

行
い
一
四
五
家
の
約
四
割
に
当
た
る
五
七
家
に
不
足
分
を
割
り
増

し
す
る
こ
と
で
対
応
し
た
の
で
あ
る
（
６４
）
。
鞍
皆
具
負
担
基
準
も
余
裕

の
あ
っ
た
五
三
〇
〇
石
に
付
一
疋
分
か
ら
約
四
九
〇
〇
石
に
付
一

疋
分
と
な
っ
た
。

２
、
宝
暦
期
の
割
り
替
え

宝
暦
期
に
お
い
て
も
通
信
使
の
来
日
に
備
え
、
幕
府
は
宝
暦
一

二
年
（
一
七
六
二
）
一
一
月
晦
日
に
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
負
担
の
割

近
世
中
期
朝
鮮
通
信
使
乗
馬
役
の
研
究
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り
当
て
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
釜
山
で
の
風
待
ち
や
海
上
で
の
事

故
多
発
の
た
め
通
信
使
一
行
は
次
第
に
遅
れ
（
６５
）
、
陸
上
通
行
の
始
点

で
あ
る
淀
に
到
着
す
る
ま
で
一
年
以
上
を
要
し
た
。
そ
の
間
、
延

享
期
と
同
様
二
回
の
割
り
替
え
が
行
わ
れ
る
。

ま
ず
、
宝
暦
一
三
年
（
一
七
六
三
）
三
月
三
日
、「
勅
使
の
館

件
を
田
村
下
總
守
村
隆
に
命
ぜ
ら
れ
。
又
こ
た
び
知
恩
院
門
跡
尊

峯
法
親
王
も
參
向
あ
る
に
よ
り
。
龜
井
能
登
守
矩
貞
に
館
件
命
じ

給
ふ
（
６６
）
」
と
鞍
皆
具
を
負
担
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
一
関
藩
田
村
家
、

津
和
野
藩
亀
井
家
が
公
家
衆
知
恩
院
門
跡
の
接
待
を
命
ぜ
ら
れ
た
。

そ
し
て
こ
の
二
家
に
加
え
、
津
藩
藤
堂
家
な
ど
日
光
・
増
上
寺
修

復
を
命
ぜ
ら
れ
た
五
家
、
そ
し
て
大
坂
加
番
の
四
家
が
鞍
置
馬
・

鞍
皆
具
負
担
を
免
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
（
６７
）
。
一
回
目
の
割
り
替
え

は
一
一
家
の
免
除
分
と
な
る
鞍
置
馬
二
六
疋
、
鞍
皆
具
四
六
疋
分

を
補
う
た
め
（
６８
）
、
初
回
の
割
り
当
て
か
ら
約
半
年
後
の
四
月
に
行
わ

れ
た
。
鞍
置
馬
負
担
大
名
二
四
家
、
鞍
皆
具
負
担
大
名
五
七
家
が

対
象
と
な
り
、
継
立
区
間
・
負
担
数
等
を
変
更
さ
れ
た
。
中
で
も

鞍
置
馬
負
担
大
名
は
三
二
家
か
ら
二
八
家
に
な
り
、
そ
の
う
ち
八

割
を
超
え
る
二
四
家
が
当
初
の
負
担
数
や
区
間
を
変
更
さ
れ
た
（
６９
）
。

負
担
基
準
も
当
初
の
お
よ
そ
二
万
五
〇
〇
〇
石
に
付
一
疋
か
ら
二

万
石
に
付
一
疋
程
に
な
り
残
り
の
大
名
の
負
担
割
合
が
増
す
こ
と

と
な
っ
た
。

さ
ら
に
八
月
に
は
京
都
火
消
、
駿
府
加
番
、
藤
沢
宿
接
待
役
を

命
ぜ
ら
れ
た
三
家
の
大
名
の
鞍
皆
具
負
担
免
除
に
伴
い
（
７０
）
、
二
回
目

の
割
り
替
え
が
行
わ
れ
た
。
中
で
も
藤
沢
宿
接
待
役
は
も
と
も
と

臼
杵
藩
稲
葉
家
の
担
当
で
あ
っ
た
が
、
居
城
焼
失
と
い
う
緊
急
事

態
の
た
め
鞍
皆
具
負
担
に
ま
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
代

わ
り
新
た
に
横
須
賀
藩
西
尾
家
が
接
待
役
を
命
ぜ
ら
れ
、
当
初
担

当
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
鞍
皆
具
負
担
を
免
除
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

そ
し
て
三
三
家
の
鞍
皆
具
負
担
大
名
が
区
間
・
負
担
数
等
を
変
更

し
、
三
家
の
大
名
の
免
除
分
で
あ
る
一
六
疋
分
を
補
っ
た
の
で
あ

る
（
７１
）
。
こ
の
よ
う
な
割
り
替
え
を
通
し
、
鞍
皆
具
負
担
大
名
も
一
四

八
家
か
ら
一
三
五
家
と
な
り
う
ち
約
半
数
の
七
〇
家
が
割
り
替
え

の
対
象
と
な
っ
た
。
も
と
も
と
約
五
〇
〇
〇
石
に
付
一
疋
分
で
あ

っ
た
鞍
皆
具
負
担
基
準
も
最
終
的
に
は
約
四
六
〇
〇
石
に
付
一
疋

分
に
増
加
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
延
享
・
宝
暦
期
と
も
二
回
の
割
り
替
え
が
行

わ
れ
た
。
ま
ず
幕
府
が
不
足
分
を
補
う
た
め
に
割
増
を
行
う
際
、

追
加
分
の
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
を
な
る
べ
く
多
く
の
大
名
に
分
散
さ

せ
て
割
り
当
て
て
い
る
。
し
か
し
負
担
大
名
が
減
っ
た
分
、
一
大

名
へ
か
か
る
負
担
基
準
は
必
然
的
に
当
初
よ
り
も
大
き
く
な
る
傾

向
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
割
り
替
え
の
要
因
で
あ
る
鞍
置
馬
・
鞍
皆

具
免
除
理
由
は
、
通
行
地
の
河
川
普
請
や
接
待
役
な
ど
の
通
信
使

史
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に
直
接
関
係
す
る
も
の
と
、
公
家
衆
門
跡
方
接
待
な
ど
全
く
関
係

し
な
い
理
由
に
分
け
ら
れ
る
。
た
だ
両
者
は
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
負

担
以
外
の
幕
府
か
ら
命
ぜ
ら
れ
た
別
の
役
が
優
先
さ
れ
た
と
い
う

点
で
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
大
名
へ
の
課
役
の
集
中
を
防
ぐ

幕
府
側
の
配
慮
で
あ
り
、
重
役
を
避
け
る
割
り
当
て
の
応
用
と
も

受
け
と
め
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
割
り
替
え
の
繰
り
返
し
は
、

正
徳
・
享
保
期
に
改
変
さ
れ
た
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
負
担
方
法
が
定

着
し
シ
ス
テ
ム
化
し
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
捉
え
ら

れ
よ
う
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
通
信
使
来
日
時
の
日
本
側
の
負
担
の
一
側
面
と
し

て
、
信
使
用
の
乗
馬
（
上
馬
・
中
馬
）
の
確
保
を
目
的
に
、
幕
府

が
諸
大
名
に
課
し
た
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
負
担
方
式
の
制
度
的
変
遷

を
検
討
し
た
。
以
下
正
徳
期
か
ら
宝
暦
期
ま
で
の
負
担
方
式
の
分

析
を
中
心
に
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
、
考
察
を
加
え
て

い
き
た
い
。

朝
鮮
通
信
使
は
淀
・
江
戸
間
約
五
二
六
㎞
の
陸
上
通
行
時
、
信

使
の
移
動
手
段
と
し
て
上
馬
八
〇
疋
・
中
馬
一
八
〇
疋
を
必
要
と

し
た
。
そ
の
た
め
幕
府
は
諸
大
名
に
役
負
担
を
課
し
、
上
馬
と
な

る
鞍
置
馬
、
中
馬
用
の
鞍
皆
具
、
随
行
す
る
添
人
を
調
達
す
る
方

針
を
取
っ
て
い
た
。
こ
の
役
負
担
は
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
の

場
合
、
全
大
名
二
六
三
家
の
う
ち
一
八
七
家
、
す
な
わ
ち
七
割
を

超
え
る
者
が
携
わ
る
ほ
ど
の
実
に
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
。
幕

府
は
す
で
に
寛
永
年
間
よ
り
諸
大
名
か
ら
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
を
調

達
し
て
い
た
が
、
そ
の
負
担
の
割
り
振
り
や
基
準
は
不
均
等
な
ま

ま
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
方
針
の
見
直
し
か
ら
正
徳
期
、
幕
府
は
新
井
白
石

を
中
心
に
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
負
担
方
法
の
改
変
に
踏
み
切
る
。
そ

の
主
な
内
容
は
①
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
負
担
の
分
離
、
②
石
高
に
応

じ
た
基
準
設
定
、
③
継
立
区
間
の
均
一
化
、
④
重
役
を
避
け
た
割

り
当
て
、
⑤
領
地
を
考
慮
し
た
区
間
設
定
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の

改
変
は
一
大
名
に
か
か
る
負
担
の
均
一
化
、
分
散
化
、
経
費
節
減

を
目
的
と
し
た
新
た
な
試
み
で
あ
っ
た
。
ま
た
改
変
の
理
由
に
は
、

荻
原
重
秀
考
案
の
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
商
人
請
負
案
に
対
す
る
新
井

白
石
の
抵
抗
意
識
や
、
諸
大
名
や
沿
道
諸
国
の
負
担
の
懸
念
か
ら

簡
素
化
が
図
ら
れ
た
聘
礼
改
革
と
の
関
連
が
挙
げ
ら
れ
る
。

そ
し
て
享
保
期
に
は
①
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
継
立
区
間
の
合
理
化
、

②
鞍
皆
具
負
担
基
準
の
再
設
定
が
な
さ
れ
る
。
幕
府
は
一
大
名
に

か
か
る
総
合
的
な
負
担
量
を
正
徳
期
の
ま
ま
維
持
し
た
上
で
、
役

負
担
に
伴
う
不
必
要
な
日
数
等
を
減
ら
し
、
よ
り
一
層
の
経
費
節

減
を
進
め
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
享
保
期
の
改
変
は
基
本
的
に
正
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徳
期
の
負
担
方
法
を
継
承
し
、
さ
ら
な
る
合
理
性
・
機
能
性
の
追

究
か
ら
部
分
的
に
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

延
享
・
宝
暦
期
に
は
割
り
替
え
が
導
入
さ
れ
、
別
の
役
を
命
ぜ
ら

れ
た
大
名
の
免
除
分
を
残
り
の
者
で
補
う
こ
と
も
可
能
に
な
っ
た
。

一
大
名
に
か
か
る
負
担
は
少
々
増
え
る
が
、
こ
れ
ら
を
繰
り
返
し

て
も
対
処
し
切
れ
る
ほ
ど
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
負
担
方
法
は
シ
ス
テ

ム
化
し
定
着
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
正
徳
・
享
保
期
に
連
続
し
て
諸
大
名
へ
の
鞍
置

馬
・
鞍
皆
具
負
担
方
法
が
改
変
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

つ
ま
り
幕
府
は
通
信
使
を
受
け
入
れ
る
日
本
国
内
側
の
対
応
の
一

つ
と
し
て
天
和
期
ま
で
の
古
い
方
法
を
改
め
、
両
期
に
渡
り
国
家

的
規
模
の
役
を
再
整
備
し
、
各
大
名
へ
の
負
担
を
最
小
限
に
留
め

な
が
ら
合
理
的
・
機
能
的
に
動
員
す
る
シ
ス
テ
ム
を
整
え
た
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
外
交
の
裏
側
で
の
制
度
的
整
備
、
そ
し
て
動

員
さ
れ
る
多
く
の
諸
大
名
の
実
負
担
が
あ
っ
て
こ
そ
、
通
信
使
の

安
全
か
つ
円
滑
な
通
行
が
実
現
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

最
後
に
正
徳
・
享
保
期
に
こ
の
よ
う
な
大
が
か
り
な
改
変
が
な

さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
時
期
に
幕
府

が
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
負
担
方
法
の
改
変
を
成
し
遂
げ
る
に
は
、
そ

れ
を
可
能
と
す
る
シ
ス
テ
ム
化
の
下
地
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

明
暦
期
か
ら
通
信
使
の
来
日
は
将
軍
襲
職
祝
賀
に
定
着
し
儀
礼

化
・
定
式
化
が
進
ん
で
い
た
。
ま
た
天
和
期
に
は
通
信
使
の
受
け

入
れ
に
当
た
り
明
暦
の
大
火
で
焼
失
し
た
記
録
を
補
充
し
よ
う
と
、

幕
府
は
各
大
名
家
に
残
さ
れ
て
い
た
文
書
類
を
集
め
さ
せ
先
例
の

蓄
積
を
図
っ
て
い
た
（
７２
）
。
こ
の
先
例
が
下
地
と
な
り
、
通
信
使
の
受

け
入
れ
準
備
を
進
め
る
幕
閣
は
、
事
前
に
よ
り
合
理
的
・
機
能
的

な
方
法
を
検
討
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
こ
れ
ら
の
改
変
は
、
単
に
新
し
い
方
法
の
導
入
と
い
う
わ

け
で
も
な
か
っ
た
。
天
和
期
か
ら
正
徳
期
に
至
る
約
三
〇
年
の
間

に
は
、
元
禄
期
以
降
の
日
本
国
内
経
済
の
低
迷
や
度
重
な
る
自
然

災
害
に
よ
り
幕
府
・
藩
財
政
の
悪
化
、
街
道
宿
駅
の
疲
弊
が
進
ん

で
い
た
。
つ
ま
り
通
信
使
の
来
日
を
負
担
面
、
経
済
面
か
ら
支
え

る
日
本
国
内
の
基
盤
そ
の
も
の
が
揺
ら
ぎ
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
状
況
に
一
早
く
対
策
を
講
じ
た
の
が
新
井
白
石
で
あ
り
、
正

徳
期
に
諸
種
の
聘
礼
改
革
を
行
う
中
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
負
担
方
法

の
改
変
に
も
着
手
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
白
石
に

よ
る
外
交
儀
礼
上
の
改
革
は
享
保
期
に
「
天
和
の
旧
例
」
に
復
さ

れ
る
。
し
か
し
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
負
担
方
法
に
つ
い
て
は
日
本
国

内
側
の
問
題
に
止
ま
っ
て
い
た
た
め
、
こ
の
網
を
擦
り
抜
け
る
こ

と
が
で
き
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
な
お
聘
礼
様
式
の
差
し
戻
し
に

躍
起
に
な
っ
て
い
た
の
は
老
中
や
林
大
学
頭
ら
で
、
む
し
ろ
吉
宗

自
身
は
白
石
の
学
識
の
高
さ
を
評
価
し
彼
の
述
作
『
来
聘
略
事
』

史

学

第
七
九
巻

第
四
号

二
二
（
三
六
二
）



を
求
め
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
７３
）
。
こ
の
よ
う
な
吉
宗
の
柔
軟
な

姿
勢
も
あ
っ
て
、
外
交
的
に
障
り
の
な
い
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
負
担

方
法
は
廃
さ
れ
る
こ
と
な
く
さ
ら
な
る
発
展
を
遂
げ
て
い
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
正
徳
・
享
保
期
は
水
面
下
に
お
い
て
、
つ

ま
り
制
度
面
の
整
備
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
通
信
使
の
来
日

に
伴
う
負
担
の
問
題
に
対
応
し
始
め
た
時
期
と
い
え
よ
う
。
鞍
置

馬
・
鞍
皆
具
負
担
以
外
に
も
接
待
役
な
ど
他
の
役
負
担
に
携
わ
る

大
名
が
固
定
化
し
て
お
り
、
幕
府
に
よ
り
役
負
担
全
体
の
シ
ス
テ

ム
化
が
な
さ
れ
た
可
能
性
も
指
摘
で
き
る
。
本
稿
で
は
道
中
に
お

け
る
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
負
担
方
法
の
制
度
的
分
析
に
焦
点
を
絞
っ

た
た
め
、
江
戸
城
登
城
時
を
含
め
た
乗
馬
役
の
全
体
像
や
接
待
役

等
に
つ
い
て
大
き
く
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ

ら
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

ま
た
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
負
担
に
つ
い
て
も
実
負
担
を
担
う
大
名

家
内
部
に
掘
り
下
げ
た
分
析
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。
特
に
本
稿
で

触
れ
た
加
賀
藩
前
田
家
に
関
し
て
は
、
藩
政
文
書
や
地
方
史
料
に

よ
り
正
徳
・
享
保
期
の
鞍
置
馬
負
担
の
準
備
過
程
か
ら
現
地
に
お

け
る
役
遂
行
ま
で
の
実
態
を
詳
細
に
確
認
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
分
析
は
別
稿
に
譲
り
、
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
負
担
を

は
じ
め
通
信
使
来
日
時
の
日
本
側
の
負
担
面
、
経
済
面
の
対
策
に

つ
い
て
よ
り
構
造
的
に
解
明
し
て
い
き
た
い
。

註（
１
）
朝
鮮
通
信
使
は
室
町
期
に
三
回
、
豊
臣
政
権
下
に
も
二
回
来
日

し
て
い
る
。
日
本
側
で
は
「
朝
鮮
信
使
」「
信
使
」「
来
聘
使
」「
韓

使
」
と
、
朝
鮮
側
で
は
「
日
本
通
信
使
」
な
ど
と
呼
ば
れ
、
特
に

江
戸
時
代
の
初
回
の
三
回
は
「
回
答
兼
刷
還
使
」
と
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
便
宜
上
、
使
節
全
体
を
指
す
場
合
は
「
朝
鮮
通

信
使
」「
通
信
使
」
と
い
う
文
言
を
、
使
節
の
中
の
人
を
差
す
場
合

は
「
信
使
」
と
い
う
文
言
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

（
２
）
江
戸
時
代
に
来
日
し
た
通
信
使
の
う
ち
、
二
回
目
の
元
和
三
年

（
一
六
一
七
）
は
伏
見
聘
礼
、
一
二
回
目
の
文
化
八
年
（
一
八
一

一
）
の
際
は
対
馬
聘
礼
で
あ
り
本
稿
で
は
分
析
対
象
か
ら
外
し
た
。

（
３
）
三
宅
英
利
『
近
世
日
朝
関
係
史
の
研
究
』（
文
献
出
版
、
一
九

八
六
年
）、
仲
尾
宏
『
朝
鮮
通
信
使
と
徳
川
幕
府
』（
明
石
書
店
、

一
九
九
七
年
）、
李
元
植
『
朝
鮮
通
信
使
の
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、

一
九
九
七
年
）
な
ど
。
な
お
通
信
使
に
つ
い
て
は
多
方
面
か
ら
の

研
究
・
分
析
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
個
別
論
考
や
文
献
は
、
三
宅

英
利
前
掲
書
、
六
四
七
―
六
七
一
頁
、
辛
基
秀
・
仲
尾
宏
編
『
大

系
朝
鮮
通
信
使
』
第
一
巻
―
第
八
巻
（
明
石
書
店
、
一
九
九
三

―
一
九
九
六
年
）
各
巻
巻
末
、
仲
尾
宏
『
朝
鮮
通
信
使
を
よ
み
な

お
す
』（
明
石
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）
三
三
二
―
三
五
六
頁
に
詳
細

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
４
）
武
田
勝
蔵
「
天
和
信
使
の
東
海
道
通
行
」（『
史
学
』
二
巻
一
号
、

一
九
二
二
年
）。
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（
５
）
池
内
敏
「
寛
永
か
ら
享
保
に
到
る
道
中
人
馬
役
」（『
大
君
外
交

と
「
武
威
」
―
近
世
日
本
の
国
際
秩
序
と
朝
鮮
観
』
名
古
屋
大
学

出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
）。「
近
世
中
期
の
朝
鮮
通
信
使
」（『
地
域

史
研
究
』
二
一
巻
二
号
、
一
九
九
一
年
）
の
後
半
部
分
を
書
き
改

め
た
も
の
。
池
内
氏
は
荷
物
を
運
搬
す
る
人
馬
と
信
使
用
の
乗
馬

の
負
担
を
一
括
し
て
「
道
中
人
馬
役
」
と
定
義
し
て
い
る
。

（
６
）
土
田
良
一
「
朝
鮮
通
信
使
通
行
と
大
名
課
役
―
鞍
馬
・
鞍
皆
具

役
を
中
心
に
―
」（『
近
世
日
本
の
国
家
支
配
と
街
道
』
文
献
出
版
、

二
〇
〇
一
年
）。
個
別
論
考
で
あ
っ
た
「
朝
鮮
使
節
通
行
と
大
名
課

役
―
寛
永
期
を
中
心
に
―
」（『
地
方
史
研
究
』
二
七
五
号
、
一
九

八
八
年
）
と
「
朝
鮮
通
信
使
通
行
時
の
鞍
馬
・
鞍
皆
具
役
―
明

暦
・
天
和
・
正
徳
の
場
合
―
」（『
日
本
歴
史
』
六
一
〇
号
、
一
九

九
九
年
）
を
ま
と
め
た
も
の
。
土
田
氏
は
諸
大
名
か
ら
の
乗
馬
用

の
鞍
を
付
け
た
馬
の
供
出
を
「
鞍
馬
役
」、
鞍
の
み
の
場
合
を
「
鞍

皆
具
役
」
と
分
け
て
定
義
し
て
い
る
。

（
７
）
鞍
置
馬
と
は
、
騎
乗
し
て
操
縦
で
き
る
よ
う
に
鞍
の
皆
具
を
よ

そ
お
わ
せ
た
馬
。
鞍
皆
具
は
馬
に
乗
っ
て
操
縦
す
る
装
置
の
総
称
。

鞍
橋
、
鐙
、
轡
、
手
綱
、
鞦
、
腹
帯
な
ど
の
類
を
一
括
し
て
い
う
。

（
８
）
池
内
氏
は
「
第
六
回
か
ら
第
九
回
に
到
る
間
に
、
鞍
馬
役
と
鞍

皆
具
役
の
分
離
と
負
担
基
準
の
明
確
化
、
負
担
区
間
の
整
備
、
接

待
役
と
鞍
馬
役
等
の
機
能
分
化
、
と
い
っ
た
動
員
方
法
上
の
整
備

が
進
ん
で
い
っ
た
」
と
し
（
池
内
敏
「
寛
永
か
ら
享
保
に
到
る
道

中
人
馬
役
」
前
掲
註
５
、
一
二
九
頁
、
な
お
第
六
回
か
ら
第
九
回

は
明
暦
期
か
ら
享
保
期
に
相
当
）、
土
田
氏
は
「
負
担
区
間
の
設
定

方
式
は
、
天
和
期
の
日
光
参
詣
廃
止
を
除
く
と
、
寛
永
期
以
降
天

和
期
ま
で
変
わ
ら
ず
継
続
し
た
（
中
略
）
正
徳
期
の
通
行
時
が
最

も
大
き
な
変
革
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」（
土
田
良
一

「
朝
鮮
通
信
使
通
行
と
大
名
課
役
―
鞍
馬
・
鞍
皆
具
役
を
中
心
に

―
」
前
掲
註
６
、
一
二
四
頁
）
と
し
て
い
る
。

（
９
）
拙
稿
「
近
世
中
期
朝
鮮
通
信
使
の
乗
馬
調
達
」（『
朝
鮮
学
報
』

第
二
一
三
輯
、
二
〇
〇
九
年
）
六
五
―
六
六
頁
。
上
記
論
文
で
は
、

幕
府
が
二
つ
の
調
達
構
造
を
用
い
諸
大
名
か
ら
大
名
課
役
制
度
に

よ
り
上
馬
と
な
る
鞍
置
馬
や
鞍
皆
具
等
を
、
も
う
一
方
の
沿
道
諸

国
の
村
々
か
ら
は
伝
馬
・
助
郷
制
度
ま
た
は
国
役
・
請
負
制
度
に

よ
り
中
馬
用
の
馬
を
調
達
し
た
こ
と
を
示
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら

を
上
馬
・
中
馬
と
し
て
通
信
使
へ
引
き
渡
す
対
馬
藩
役
人
出
馬
役

が
信
使
側
・
大
名
側
・
出
馬
方
手
代
へ
の
情
報
伝
達
を
徹
底
し
最

終
的
な
乗
馬
調
達
を
取
り
仕
切
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

（
１０
）
「
諸
御
大
名
ヨ
リ
被
差
出
候
上
馬
中
馬
鞍
皆
具
割
被
仰
出
御
書

付
写
」『
正
徳
信
使
記
録
』（
韓
国
国
史
編
纂
委
員
会
所
蔵
、
マ
イ

ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
『
対
馬
宗
家
文
書
』、
第
�
期
、
№
１０９
、
リ
ー
ル

番
号
６
、
ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
九
九
年
）。
ほ
か
主
に
「
出
馬
帳
」

『
享
保
信
使
記
録
』（
韓
国
国
史
編
纂
委
員
会
所
蔵
、
マ
イ
ク
ロ
フ

ィ
ル
ム
版
『
対
馬
宗
家
文
書
』、
第
�
期
、
№
２０３
、
リ
ー
ル
番
号
１５
、

同
上
）、「
諸
大
名
よ
り
被
差
出
候
上
馬
中
馬
鞍
皆
具
之
割
被
仰
出

御
書
付
写
」『
延
享
信
使
記
録
』（
韓
国
国
史
編
纂
委
員
会
所
蔵
、

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
『
対
馬
宗
家
文
書
』、
第
�
期
、
№
２２６
、
リ

ー
ル
番
号
２４
、
同
上
）、「
諸
御
大
名
様
よ
り
被
差
出
候
鞍
置
馬
鞍

皆
具
之
割
被
仰
出
右
ニ
付
伺
書
御
返
答
」『
宝
暦
信
使
記
録
』（
慶

應
義
塾
大
学
三
田
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
所
蔵
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル

ム
版
『
対
馬
宗
家
文
書
』、
第
�
期
、
№
３９６
、
リ
ー
ル
番
号
４０
、
ゆ

ま
に
書
房
、
一
九
九
八
年
）
を
使
用
。

史
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（
１１
）
「
乗
馬
役
」
の
用
語
に
つ
い
て
は
か
つ
て
池
内
氏
が
「
近
世
中

期
の
朝
鮮
通
信
使
」（
前
掲
註
５
、
一
六
頁
）
の
中
で
「
幕
府
が
大

名
を
指
定
し
て
、
一
定
の
基
準
に
基
づ
い
て
乗
馬
と
馬
具
一
式
ま

た
は
馬
具
の
み
を
提
供
さ
せ
た
」
役
と
し
て
定
義
し
て
い
る
。
後

に
土
田
氏
は
沿
道
諸
国
も
乗
馬
の
負
担
に
関
わ
り
、
諸
大
名
の
負

担
対
象
の
う
ち
「
鞍
」
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
か
ら
「
乗

馬
役
」
の
用
語
は
適
切
で
な
い
と
指
摘
し
た
（「
朝
鮮
通
信
使
通
行

と
大
名
課
役
―
鞍
馬
・
鞍
皆
具
役
を
中
心
に
―
」
前
掲
註
６
、
八

〇
頁
）。
し
か
し
筆
者
は
諸
大
名
の
負
担
対
象
が
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具

と
二
種
類
存
在
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
の
目
的
が
信
使

用
の
乗
馬
（
上
馬
・
中
馬
）
の
調
達
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
広
い

括
り
で
淀
・
江
戸
間
の
道
中
、
江
戸
城
登
城
時
の
各
場
面
に
お
い

て
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
、
随
行
す
る
添
人
等
を
供
出
し
た
役
負
担
を

「
乗
馬
役
」
と
捉
え
る
こ
と
に
す
る
。

（
１２
）
江
戸
の
客
館
か
ら
江
戸
城
ま
で
は
距
離
・
所
要
時
間
と
も
に
短

い
移
動
で
あ
っ
た
が
、
将
軍
へ
朝
鮮
国
王
の
国
書
を
捧
呈
す
る
儀

式
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
老
中
・
若
年
寄
等
の
幕
閣
を
中
心

に
鞍
置
馬
を
供
出
し
た
（「
諸
御
大
名
ヨ
リ
被
差
出
候
上
馬
中
馬
鞍

皆
具
割
被
仰
出
御
書
付
写
」
前
掲
註
１０
な
ど
各
時
期
の
史
料
よ
り

確
認
）。

（
１３
）
通
信
使
の
時
期
区
分
に
関
し
て
、
三
宅
英
利
氏
は
享
保
期
を
国

交
安
定
後
期
（
三
宅
英
利
『
近
世
日
朝
関
係
史
の
研
究
』
前
掲
註

３
、
六
三
一
頁
）
と
、
仲
尾
宏
氏
は
相
対
的
安
定
期
（
仲
尾
宏

『
朝
鮮
通
信
使
と
徳
川
幕
府
』
前
掲
註
３
、
二
一
頁
）
と
捉
え
て
い

る
。

（
１４
）
拙
稿
「
近
世
中
期
朝
鮮
通
信
使
の
乗
馬
調
達
」（
前
掲
註
９
）

四
〇
―
四
三
頁
。

（
１５
）
拙
稿
「
近
世
中
期
朝
鮮
通
信
使
の
乗
馬
調
達
」（
前
掲
註
９
）

四
三
―
四
五
頁
。
ま
た
「
天
和
二
年
朝
鮮
信
使
来
聘
記
乾
」（『
東

洋
文
庫
』
財
団
法
人
東
洋
文
庫
所
蔵
）
な
ど
上
馬
を
「
上
乗
馬
」、

中
馬
を
「
中
乗
馬
」
と
表
記
す
る
史
料
も
あ
る
。

（
１６
）
「
中
川
長
定
覚
書
」『
加
越
能
文
庫
』（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館

近
世
史
料
館
所
蔵
）
享
保
四
年
四
月
二
三
日
条
。「
中
川
長
定
覚

書
」
は
加
賀
藩
の
家
老
兼
若
年
寄
を
勤
め
た
中
川
長
定
に
よ
る
日

記
形
式
の
記
録
。

（
１７
）
拙
稿
「
近
世
中
期
朝
鮮
通
信
使
の
乗
馬
調
達
」（
前
掲
註
９
）

六
五
―
六
六
頁
。

（
１８
）
「
信
使
参
向
下
向
於
所
々
出
馬
之
覚
書
」『
天
和
信
使
記
録
』

（
慶
應
義
塾
大
学
三
田
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
所
蔵
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ

ル
ム
版
『
対
馬
宗
家
文
書
』、
第
�
期
、
№
６
、
リ
ー
ル
番
号
６
、

前
掲
註
１０
）。

（
１９
）
『
通
航
一
覧
』
第
一
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
一
二
年
）
巻
三
十

八
・
四
八
五
―
四
八
九
頁
、「
公
義
川
御
座
船
并
御
大
名
様
方
川
船

新
居
六
郷
川
船
渡
シ
附
り
淀
登
下
之
節
三
使
乗
船
江
公
義
よ
り
御

賄
船
御
附
被
成
候
覚
書
」『
延
享
信
使
記
録
』（
韓
国
国
史
編
纂
委

員
会
所
蔵
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
『
対
馬
宗
家
文
書
』、
第
�
期
、

№
３１３
、
リ
ー
ル
番
号
３３
、
前
掲
註
１０
）、「
出
馬
帳
」（
前
掲
註
１０
）

よ
り
。

（
２０
）
享
保
四
年
刊
須
原
茂
兵
衛
版
「
享
保
武
鑑
」（
国
文
学
研
究
資

料
館
史
料
館
所
蔵
、
深
井
雅
海
・
藤
實
久
美
子
編
『
江
戸
幕
府
大

名
武
鑑
編
年
集
成
』
東
洋
書
林
、
二
〇
〇
〇
年
）
よ
り
確
認
。

（
２１
）
接
待
役
と
は
、
通
信
使
の
日
本
国
内
移
動
に
当
た
り
接
待
地
で

近
世
中
期
朝
鮮
通
信
使
乗
馬
役
の
研
究

二
五
（
三
六
五
）



の
食
事
の
も
て
な
し
や
宿
泊
、
護
送
、
幕
府
へ
の
報
告
等
を
行
う

役
負
担
の
こ
と
。
三
宅
英
利
氏
は
『
近
世
日
朝
関
係
史
の
研
究
』

（
前
掲
註
３
）
で
九
州
・
中
国
地
域
の
福
岡
藩
、
小
倉
藩
岩
国
藩
、

広
島
藩
、
岡
山
藩
を
取
り
上
げ
、
接
待
・
饗
応
の
具
体
的
事
例
を

紹
介
し
て
い
る
。
池
内
敏
氏
も
「
朝
鮮
通
信
使
の
接
待
役
に
つ
い

て
」（『
大
君
外
交
と
「
武
威
」
―
近
世
日
本
の
国
際
秩
序
と
朝
鮮

観
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
前
掲
註
５
）
に
お
い
て
宝
暦
期
の
尼

崎
藩
兵
庫
津
接
待
を
地
方
の
立
場
か
ら
分
析
し
、
ま
た
接
待
役
が

一
〇
万
石
以
上
で
一
切
の
費
用
を
負
担
す
る
「
自
分
馳
走
大
名
」

と
幕
府
か
ら
賄
代
官
と
補
助
金
を
付
け
ら
れ
る
「
御
馳
走
人
大

名
」
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
川
船

役
は
通
信
使
一
行
の
淀
川
通
航
時
、
主
に
上
々
官
、
上
官
、
以
酊

庵
輪
番
僧
用
の
高
級
な
川
御
座
船
を
供
出
す
る
役
負
担
で
あ
っ
た
。

主
に
広
島
藩
浅
野
家
や
阿
波
藩
蜂
須
賀
家
な
ど
参
勤
交
代
等
で
川

御
座
船
を
用
い
る
西
国
大
名
に
課
さ
れ
た
。

（
２２
）
「
大
猷
院
殿
御
實
紀
」
巻
三
、『
徳
川
実
紀
』
第
二
篇
、
三
三
一

頁
。

（
２３
）
土
田
良
一
「
朝
鮮
通
信
使
通
行
と
大
名
課
役
―
鞍
馬
・
鞍
皆
具

役
を
中
心
に
―
」（
前
掲
註
６
）
一
〇
三
―
一
〇
四
頁
。

（
２４
）
天
和
期
の
継
立
区
間
六
区
間
へ
の
負
担
大
名
の
配
置
は
、
①
参

向
淀
・
彦
根
／
下
向
守
山
・
淀
間
に
二
四
家
、
②
参
向
彦
根
・
大

垣
／
下
向
彦
根
・
守
山
間
に
彦
根
藩
の
み
、
③
参
向
大
垣
・
名
古

屋
／
下
向
大
垣
・
彦
根
間
に
一
一
家
、
④
参
向
名
古
屋
・
吉
田
／

下
向
吉
田
・
大
垣
間
に
尾
張
藩
の
み
、
⑤
参
向
吉
田
・
三
嶋
／
下

向
三
嶋
・
吉
田
間
に
一
五
家
、
⑥
参
向
三
嶋
・
江
戸
／
下
向
江

戸
・
三
嶋
間
に
一
七
家
で
あ
っ
た
。
江
戸
よ
り
の
⑤
⑥
の
区
間
以

外
で
は
参
向
と
下
向
の
行
程
が
少
々
ず
れ
て
い
る
。
ま
た
①
③
⑤

⑥
の
い
ず
れ
の
区
間
に
お
い
て
も
一
〇
以
上
の
大
名
家
が
分
担
し

て
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
負
担
を
行
っ
て
い
た
（「
信
使
参
向
下
向
於

所
々
出
馬
之
覚
書
」
前
掲
註
１０
）。

（
２５
）
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
一
一
月
二
五
日
、
寺
社
奉
行
本
多
弾

正
少
弼
忠
晴
、
大
目
付
仙
石
丹
波
守
久
尚
、
勘
定
頭
荻
原
近
江
守

重
秀
（
の
ち
勘
定
奉
行
に
）
が
通
信
使
来
日
に
備
え
朝
鮮
御
用
掛

を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
。
な
お
土
屋
相
模
守
政
直
は
宝
永
二
年
（
一

七
〇
五
）
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
（『
通
航
一
覧
』
第
一
、
前
掲
註
１９
、

巻
三
十
六
・
四
六
〇
頁
）。

（
２６
）
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
四
月
一
六
日
土
屋
相
模
守
直
政
宅
に

各
藩
留
守
居
が
集
め
ら
れ
三
三
の
大
名
家
に
鞍
置
馬
負
担
が
命
ぜ

ら
れ
た
（『
通
航
一
覧
』
第
一
、
前
掲
註
１９
、
巻
三
十
七
・
四
七
三

頁
）。
そ
の
三
日
後
の
四
月
一
九
日
に
は
対
馬
藩
へ
も
各
大
名
の
負

担
数
、
区
間
な
ど
の
詳
細
が
伝
え
ら
れ
た
。
鞍
皆
具
負
担
の
割
り

当
て
に
つ
い
て
も
五
月
二
九
日
に
幕
府
か
ら
対
馬
藩
へ
報
告
さ
れ

て
お
り
、
各
大
名
へ
負
担
を
命
じ
る
令
達
は
少
な
く
と
も
五
月
中

に
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
（「
諸
大
名
よ
り
被
差
出
候
上
馬
中

馬
鞍
皆
具
割
被
仰
出
候
御
書
付
写
」
前
掲
註
１０
）。

（
２７
）
四
月
一
九
日
に
朝
鮮
人
御
用
掛
寺
社
奉
行
、
大
目
付
、
勘
定
奉

行
の
列
座
の
も
と
対
馬
藩
江
戸
家
老
杉
村
三
郎
右
衛
門
に
「
道
中

上
馬
被
差
出
候
割
合
帳
」
が
渡
さ
れ
、
鞍
置
馬
負
担
大
名
の
割
り

当
て
が
伝
え
ら
れ
た
。
鞍
皆
具
負
担
大
名
に
つ
い
て
は
「
朝
鮮
人

道
中
中
馬
鞍
皆
具
割
合
帳
」
に
ま
と
め
ら
れ
五
月
二
九
日
勘
定
奉

行
荻
原
重
秀
の
御
用
人
か
ら
対
馬
藩
留
守
居
に
報
告
さ
れ
て
い
る

（「
諸
大
名
よ
り
被
差
出
候
上
馬
中
馬
鞍
皆
具
割
被
仰
出
候
御
書
付
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写
」
前
掲
註
１０
）。

（
２８
）
『
通
航
一
覧
』
第
一
（
前
掲
註
１９
）
巻
三
十
九
・
五
〇
二
―
五

〇
三
頁
。

（
２９
）
正
徳
期
の
鞍
置
馬
負
担
基
準
を
厳
密
に
計
算
す
る
と
平
均
二
万

四
四
〇
〇
石
に
付
一
疋
の
割
合
と
な
る
（「
諸
大
名
よ
り
被
差
出
候

上
馬
中
馬
鞍
皆
具
割
被
仰
出
候
御
書
付
写
」
前
掲
註
１０
よ
り
）。

（
３０
）
正
徳
期
の
諸
大
名
へ
の
鞍
皆
具
負
担
基
準
の
平
均
は
八
九
〇
〇

石
に
付
一
疋
の
割
合
で
あ
っ
た
。
一
、
二
万
石
の
大
名
は
一
万
石

に
付
一
疋
分
の
鞍
皆
具
を
負
担
し
た
一
方
、
石
高
の
高
い
五
万
石

か
ら
九
万
石
の
者
は
、
五
万
石
に
付
七
疋
分
な
ど
一
万
石
に
付
一

疋
分
を
越
え
る
負
担
数
で
あ
っ
た
（「
諸
大
名
よ
り
被
差
出
候
上
馬

中
馬
鞍
皆
具
割
被
仰
出
候
御
書
付
写
」
前
掲
註
９
よ
り
）。

（
３１
）
『
通
航
一
覧
』
第
一
（
前
掲
註
１９
）
巻
三
十
七
・
四
七
四
―
四

七
五
頁
、「
諸
大
名
よ
り
被
差
出
候
上
馬
中
馬
鞍
皆
具
割
被
仰
出
候

御
書
付
写
」（
前
掲
註
１０
）。

（
３２
）
『
通
航
一
覧
』
第
一
（
前
掲
註
１９
）
巻
三
十
七
・
四
七
三
頁
。

な
お
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
一
一
月
、
薩
摩
藩
主
島
津
吉
貴
が

同
行
し
六
代
徳
川
家
宣
の
将
軍
就
任
を
祝
う
慶
賀
使
と
琉
球
国
王

尚
益
の
襲
封
を
報
告
す
る
謝
恩
使
が
一
同
に
江
戸
へ
参
向
し
江
戸

城
で
将
軍
家
宣
に
謁
見
し
た
。

（
３３
）
宮
崎
道
生
『
定
本
折
た
く
柴
の
記
釈
義
』（
増
訂
版
、
近
藤
出

版
社
、
一
九
八
五
年
）
三
二
三
頁
。

（
３４
）
宮
崎
道
生
『
定
本
折
た
く
柴
の
記
釈
義
』（
前
掲
註
３３
）
三
二

四
頁
。

（
３５
）
東
大
寺
大
仏
殿
は
室
町
末
期
の
戦
乱
で
焼
失
し
大
仏
自
体
も
損

傷
し
て
い
た
。
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
に
東
大
寺
の
学
僧
公
慶

が
大
仏
と
大
仏
殿
の
再
建
の
た
め
諸
国
勧
進
に
よ
り
金
一
万
二
〇

〇
〇
両
を
集
め
、
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
に
大
仏
開
眼
供
養
を

開
催
し
て
い
た
。
大
仏
殿
に
つ
い
て
は
幕
府
の
主
導
で
再
建
す
る

こ
と
に
な
り
、
勘
定
奉
行
荻
原
重
秀
ら
に
よ
り
元
禄
一
二
年
（
一

六
九
九
）
か
ら
五
年
間
、
幕
領
に
高
一
〇
〇
石
に
付
金
一
分
の
割

合
で
、
元
禄
一
四
年
（
一
七
〇
一
）
か
ら
は
二
年
間
大
名
領
へ
も

同
じ
割
合
で
国
役
金
を
賦
課
し
一
〇
万
両
の
資
金
を
確
保
し
た
。

大
仏
殿
は
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
に
完
成
し
た
。

（
３６
）
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
一
一
月
の
富
士
山
噴
火
に
よ
り
大
量

の
火
山
灰
が
噴
出
し
、
周
辺
村
々
で
は
二
、
三
ｍ
、
江
戸
で
も
数

㎝
の
火
山
灰
が
堆
積
し
た
。
こ
の
降
灰
対
策
の
た
め
幕
府
は
幕

領
・
大
名
領
に
一
〇
〇
石
に
付
二
両
の
割
合
で
国
役
金
を
賦
課
し
、

救
済
・
復
興
費
用
を
捻
出
し
た
。
徴
収
さ
れ
た
約
四
八
万
両
は
、

富
士
山
噴
火
の
約
一
か
月
前
に
起
こ
っ
た
宝
永
大
地
震
の
復
旧
工

事
等
に
も
併
せ
て
用
い
ら
れ
た
。

（
３７
）
宮
崎
道
生
『
定
本
折
た
く
柴
の
記
釈
義
』（
前
掲
註
３３
）
三
六

八
頁
。

（
３８
）
宮
崎
道
生
『
定
本
折
た
く
柴
の
記
釈
義
』（
前
掲
註
３３
）
三
六

一
―
三
六
二
頁
。

（
３９
）
宮
崎
道
生
『
定
本
折
た
く
柴
の
記
釈
義
』（
前
掲
註
３３
）
二
三

六
頁
。

（
４０
）
宮
崎
道
生
『
新
井
白
石
序
論
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六

年
）
四
〇
頁
。

（
４１
）
宮
崎
道
生
『
定
本
折
た
く
柴
の
記
釈
義
』（
前
掲
註
３３
）
三
〇

三
頁
。

（
４２
）
前
掲
註
４１
。

近
世
中
期
朝
鮮
通
信
使
乗
馬
役
の
研
究

二
七
（
三
六
七
）



（
４３
）
宮
崎
道
生
『
定
本
折
た
く
柴
の
記
釈
義
』（
前
掲
註
３３
）
三
二

二
―
三
二
三
頁
。

（
４４
）
『
通
航
一
覧
』
第
一
（
前
掲
註
１９
）
巻
三
十
八
・
四
八
五
―
四

八
九
頁
。

（
４５
）
『
通
航
一
覧
』
第
一
（
前
掲
註
１９
）
巻
三
十
九
・
五
〇
三
―
五

〇
六
頁
、「
出
馬
帳
」（
前
掲
註
１０
）。

（
４６
）
享
保
期
の
鞍
置
馬
負
担
基
準
の
平
均
は
二
万
五
一
〇
〇
石
に
付

一
疋
で
あ
っ
た
（「
出
馬
帳
」
前
掲
註
１０
）。

（
４７
）
「
参
向
信
使
奉
行
道
中
毎
日
記
」『
正
徳
信
使
記
録
』（
慶
應
義

塾
大
学
三
田
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
所
蔵
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版

『
対
馬
宗
家
文
書
』、
第
�
期
、
№
１４５
、
リ
ー
ル
番
号
１５
、
前
掲
註

１０
）
正
徳
元
年
一
〇
月
八
日
条
。

（
４８
）
正
徳
期
に
加
賀
藩
か
ら
派
遣
さ
れ
た
役
人
・
添
人
は
一
〇
月
五

日
に
通
信
使
一
行
に
合
流
し
一
〇
月
八
日
ま
で
大
垣
・
浜
松
間
の

参
向
時
の
役
を
遂
行
、
そ
の
の
ち
一
一
月
二
七
日
か
ら
一
二
月
一

日
ま
で
浜
松
・
大
垣
間
で
下
向
時
の
役
を
行
っ
た
（「
参
向
信
使
奉

行
道
中
毎
日
記
」
前
掲
註
４７
、
正
徳
元
年
一
〇
月
五
日
・
八
日
条
、

「
下
向
信
使
奉
行
江
戸
発
足
よ
り
京
大
坂
在
留
中
毎
日
記
」『
正
徳

信
使
記
録
』、
慶
應
義
塾
大
学
三
田
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
所
蔵
、
マ

イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
『
対
馬
宗
家
文
書
』、
第
�
期
、
№
１５４
、
リ
ー

ル
番
号
１６
、
前
掲
註
１０
、
一
一
月
二
七
日
・
一
二
月
一
日
条
）。
ま

た
享
保
期
に
加
賀
藩
か
ら
派
遣
さ
れ
た
役
人
・
添
人
は
九
月
一
九

日
に
通
信
使
一
行
に
合
流
し
九
月
二
七
日
ま
で
参
向
時
の
み
舞

坂
・
江
戸
間
の
役
を
遂
行
し
た
（「
出
馬
帳
」
前
掲
註
９
、
九
月
一

九
日
・
二
七
日
条
、
日
置
謙
編
『
加
賀
藩
史
料
』
第
六
編
、
清
文

堂
出
版
、
一
九
七
〇
年
、
一
七
四
―
一
七
五
頁
）。

（
４９
）
正
徳
期
の
場
合
、
加
賀
藩
の
鞍
置
馬
や
役
人
・
添
人
の
金
沢
出

立
は
八
月
一
〇
日
、
参
向
・
下
向
の
役
を
終
え
再
び
帰
国
す
る
の

が
一
二
月
一
二
日
で
計
一
一
九
日
を
要
し
た
（「
政
隣
記
」『
加
越

能
文
庫
』、
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
近
世
史
料
館
所
蔵
、
八
月
一
〇

日
・
一
二
月
一
二
日
条
）。
一
方
享
保
期
の
鞍
置
馬
や
役
人
・
添
人

の
金
沢
出
立
は
八
月
七
日
で
、
参
向
の
み
の
役
を
終
え
そ
の
ま
ま

帰
国
の
途
に
つ
い
た
。
一
行
は
一
〇
月
三
日
に
再
び
金
沢
に
戻
っ

て
き
た
の
で
計
六
七
日
を
要
し
た
こ
と
に
な
る
（「
朝
鮮
人
御
用
馬

留
帳
」『
川
合
文
書
』、
富
山
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
、
八
月
七

日
・
一
〇
月
三
日
条
）。
な
お
「
政
隣
記
」
は
加
賀
藩
士
津
田
政
隣

が
天
文
七
年
（
一
五
三
八
）
か
ら
文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）
ま

で
の
加
賀
藩
に
関
係
す
る
史
実
を
編
年
体
で
ま
と
め
た
も
の
。『
加

賀
藩
史
料
』
の
編
集
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
朝
鮮
人
御
用
馬
留

帳
」
は
越
中
国
砺
波
郡
戸
出
村
の
十
村
川
合
家
に
伝
来
し
た
『
川

合
文
書
』
の
中
の
一
点
。
十
村
と
は
他
藩
の
大
庄
屋
に
当
た
る
加

賀
藩
特
有
の
役
名
で
あ
り
、
こ
の
留
帳
に
は
享
保
四
年
（
一
七
一

九
）
の
加
賀
藩
の
鞍
置
馬
派
遣
の
際
、
川
合
家
の
携
わ
っ
た
砺
波

郡
か
ら
の
駅
馬
調
達
に
関
す
る
記
録
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
５０
）
「
下
向
信
使
奉
行
江
戸
発
足
よ
り
京
大
坂
在
留
中
毎
日
記
」（
前

掲
註
４８
）、「
政
隣
記
」（
前
掲
註
４９
）。

（
５１
）
『
通
航
一
覧
』
第
一
（
前
掲
註
１９
）
巻
三
十
九
・
五
〇
三
頁
。

（
５２
）
享
保
期
の
諸
大
名
へ
の
鞍
皆
具
負
担
基
準
の
平
均
は
五
九
〇
〇

石
に
付
一
疋
分
で
あ
っ
た
（「
出
馬
帳
」
前
掲
註
１０
）。

（
５３
）
「
諸
大
名
よ
り
被
差
出
候
上
馬
中
馬
鞍
皆
具
割
被
仰
出
候
御
書

付
写
」（
前
掲
註
１０
）、「
出
馬
帳
」（
前
掲
註
１０
）。

（
５４
）
正
徳
期
の
通
信
使
一
行
は
九
月
二
七
日
に
淀
を
出
発
し
、
京
都

史

学

第
七
九
巻

第
四
号

二
八
（
三
六
八
）



で
の
饗
応
の
た
め
二
八
、
二
九
日
と
他
の
場
所
よ
り
一
日
多
く
滞

在
し
た
。
ま
た
一
〇
月
一
〇
日
に
は
大
井
川
の
水
嵩
が
増
し
川
止

め
と
な
っ
た
た
め
、
手
前
の
宿
場
の
金
谷
で
一
日
余
計
に
逗
留
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
江
戸
に
は
一
一
月
一
八
日
に
到
着
し
て
い
る

（「
参
向
信
使
奉
行
道
中
毎
日
記
」
前
掲
註
４７
）。

（
５５
）
諸
大
名
が
一
旦
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
を
割
り
当
て
ら
れ
た
後
に
別

の
役
の
た
め
負
担
を
免
除
さ
れ
た
場
合
、
残
り
の
者
で
区
間
・
負

担
数
等
を
変
更
し
不
足
分
を
補
う
方
法
の
こ
と
。
本
稿
第
四
節
参

照
。

（
５６
）
本
文
中
で
は
延
享
・
宝
暦
期
の
鞍
置
馬
・
鞍
皆
具
負
担
大
名
と

し
て
割
り
替
え
後
の
数
を
提
示
し
た
。
当
初
の
鞍
置
馬
負
担
大
名

数
は
延
享
期
三
二
人
、
宝
暦
期
三
二
人
、
鞍
皆
具
の
方
は
延
享
期

一
五
二
人
、
宝
暦
期
一
四
八
人
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
鞍

置
馬
負
担
大
名
数
が
約
三
〇
人
、
鞍
皆
具
の
人
数
が
約
一
三
〇

〜
一
五
〇
人
ほ
ど
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。

（
５７
）
「
諸
大
名
よ
り
被
差
出
候
上
馬
中
馬
鞍
皆
具
之
割
被
仰
出
御
書

付
写
」（
前
掲
註
１０
）
延
享
四
年
一
〇
月
一
四
日
条
。

（
５８
）
「
惇
信
院
殿
御
実
紀
」
巻
六
、『
徳
川
実
紀
』
第
九
篇
、
延
享
四

年
一
一
月
二
三
日
条
。

（
５９
）
『
通
航
一
覧
』
第
一
（
前
掲
註
１９
）
巻
四
十
・
五
一
五
頁
。
久

留
米
藩
有
馬
家
（
有
馬
中
務
大
輔
頼
僮
・
二
一
万
石
）
は
酒
匂

川
・
富
士
川
・
阿
部
川
・
吉
原
、
土
佐
藩
山
内
家
（
山
内
土
佐
守

豊
敷
・
二
〇
万
二
六
〇
〇
石
）
は
大
井
川
・
天
竜
川
西
方
、
秋
月

藩
黒
田
家
（
黒
田
甲
斐
守
長
貞
・
五
万
石
）
は
天
竜
川
東
方
・
舞

坂
、
二
本
松
藩
丹
羽
家
（
丹
羽
左
京
大
夫
高
庸
・
一
〇
万
石
）
は

美
濃
国
川
々
、
鳥
取
藩
松
平
家
（
松
平
勝
五
郎
・
三
二
万
石
）
と

岡
藩
中
川
家
（
中
川
修
理
大
夫
久
貞
・
七
万
石
）
は
甲
斐
国
川
々

を
担
当
し
た
。

（
６０
）
『
通
航
一
覧
』
第
一
（
前
掲
註
１９
）
巻
四
十
・
五
二
一
頁
。

（
６１
）
鞍
置
馬
に
つ
い
て
は
久
留
米
藩
有
馬
家
、
土
佐
藩
山
内
家
に
九

疋
ず
つ
、
鳥
取
藩
松
平
家
に
一
四
疋
、
二
本
松
藩
丹
羽
家
に
四
疋

課
せ
ら
れ
て
お
り
、
鞍
皆
具
の
方
は
秋
月
藩
黒
田
家
が
一
〇
疋
分
、

岡
藩
中
川
家
が
一
四
疋
分
供
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
前
掲

註
５７
）。

（
６２
）
「
諸
大
名
よ
り
被
差
出
候
上
馬
中
馬
鞍
皆
具
之
割
被
仰
出
御
書

付
写
」（
前
掲
註
１０
）、
延
享
五
年
一
月
二
二
日
条
。

（
６３
）
丸
岡
藩
有
馬
家
（
有
馬
日
向
守
孝
純
・
五
万
石
）、
久
居
藩
藤

堂
家
（
藤
堂
佐
渡
守
高
雅
・
五
万
三
〇
〇
〇
石
）、
赤
穂
藩
森
家

（
森
和
泉
守
政
房
・
二
万
石
）、
鹿
島
藩
鍋
島
家
（
鍋
島
紀
伊
守
直

郷
・
二
万
石
）、
八
戸
藩
南
部
家
（
南
部
遠
江
守
信
興
・
二
万
石
）

の
五
人
が
公
家
衆
門
跡
方
御
馳
走
を
、
膳
所
藩
本
多
家
（
本
多
下

総
守
康
桓
・
六
万
石
）
が
京
都
火
消
を
命
じ
ら
れ
、
鞍
皆
具
負
担

を
免
除
さ
れ
た
。
彼
ら
の
鞍
皆
具
負
担
数
は
丸
岡
藩
有
馬
家
が
一

〇
疋
分
、
久
居
藩
藤
堂
家
が
一
〇
疋
分
、
赤
穂
藩
森
家
が
三
疋
分
、

鹿
島
藩
鍋
島
家
が
一
四
疋
分
、
八
戸
藩
南
部
家
が
三
疋
分
、
膳
所

藩
本
多
家
が
一
二
疋
分
で
あ
っ
た
（
前
掲
註
６２
）。

（
６４
）
「
諸
大
名
よ
り
被
差
出
候
上
馬
中
馬
鞍
皆
具
之
割
被
仰
出
御
書

付
写
」（
前
掲
註
１０
）、
延
享
五
年
三
月
五
日
条
。

（
６５
）
仲
尾
宏
氏
は
通
信
使
の
江
戸
到
着
の
遅
れ
の
要
因
に
、
三
使
の

再
任
命
、
釜
山
で
の
準
備
や
風
待
ち
に
よ
る
逗
留
、
筑
前
藍
島
で

の
事
故
、
木
曽
川
、
天
竜
川
で
の
川
留
め
な
ど
を
挙
げ
、
漢
城
府

出
立
の
日
か
ら
数
え
る
と
六
か
月
と
一
三
日
と
い
う
前
例
の
な
い

近
世
中
期
朝
鮮
通
信
使
乗
馬
役
の
研
究

二
九
（
三
六
九
）



長
旅
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
（
仲
尾
宏
『
朝
鮮
通
信
使
と
徳
川
幕

府
』
前
掲
註
３
、
二
六
六
―
二
六
八
頁
）。

（
６６
）
「
浚
明
院
殿
御
実
紀
」
巻
七
、『
徳
川
実
紀
』
第
十
篇
、
宝
暦
一

三
年
二
月
三
日
条
。

（
６７
）
津
藩
藤
堂
家
（
藤
堂
和
泉
守
高
豊
・
二
七
万
石
）
を
は
じ
め
富

山
藩
前
田
家
（
前
田
出
雲
守
利
與
・
一
〇
万
石
）、
佐
倉
藩
堀
田
家

（
堀
田
相
模
守
正
順
・
一
一
万
石
）、
二
本
松
藩
丹
羽
家
（
丹
羽
若

狭
守
高
庸
・
一
〇
万
石
）、
中
村
藩
相
馬
家
（
相
馬
弾
正
少
弼
尊

胤
・
七
万
石
）
の
五
人
が
日
光
・
増
上
寺
等
の
修
復
を
、
大
野
藩

土
井
家
（
土
井
能
登
守
利
貞
・
四
万
石
）、
神
戸
藩
本
多
家
（
本
多

丹
後
守
忠
興
・
一
万
五
〇
〇
〇
石
）、
岡
部
藩
安
部
家
（
安
部
丹
波

守
信
允
・
二
万
石
）、
泉
藩
本
多
家
（
本
多
弾
正
少
弼
忠
籌
・
一
万

五
〇
〇
〇
石
）
の
四
名
が
大
坂
加
番
を
命
じ
ら
れ
、
鞍
皆
具
負
担

を
免
除
さ
れ
た
。

（
６８
）
も
と
も
と
鞍
置
馬
は
、
津
藩
藤
堂
家
に
一
四
疋
、
富
山
藩
前
田

家
、
佐
倉
藩
堀
田
家
、
二
本
松
藩
丹
羽
家
の
三
人
に
四
疋
ず
つ
、

鞍
皆
具
の
方
は
中
村
藩
相
馬
家
に
一
二
疋
分
、
津
和
野
藩
亀
井
家

に
九
疋
分
、
一
関
藩
田
村
家
に
六
疋
分
、
岡
部
藩
安
部
家
に
四
疋

分
、
神
戸
藩
本
多
家
、
泉
藩
本
多
家
に
三
疋
分
ず
つ
課
さ
れ
て
い

た
（「
諸
御
大
名
様
よ
り
被
差
出
候
鞍
置
馬
鞍
皆
具
之
割
被
仰
出
右

ニ
付
伺
書
御
返
答
」
前
掲
註
１０
、
宝
暦
一
二
年
一
一
月
晦
日
条
）。

（
６９
）
「
諸
御
大
名
様
よ
り
被
差
出
候
鞍
置
馬
鞍
皆
具
之
割
被
仰
出
右

ニ
付
伺
書
御
返
答
」（
前
掲
註
１０
）
宝
暦
一
三
年
四
月
二
三
日
条
。

（
７０
）
高
槻
藩
永
井
家
（
永
井
飛
騨
守
直
珍
・
三
万
六
〇
〇
〇
石
）
が

京
都
火
消
を
、
麻
田
藩
青
木
家
（
青
木
美
濃
守
一
新
・
一
万
二
〇

〇
〇
石
）
が
駿
府
加
番
を
、
横
須
賀
藩
西
尾
家
（
西
尾
主
水
正
忠

需
・
三
万
五
〇
〇
〇
石
）
が
藤
沢
宿
接
待
役
を
命
ぜ
ら
れ
た
（「
諸

御
大
名
様
よ
り
被
差
出
候
鞍
置
馬
鞍
皆
具
之
割
被
仰
出
右
ニ
付
伺

書
御
返
答
」
前
掲
註
１０
、
宝
暦
一
三
年
八
月
四
日
条
）。

（
７１
）
高
槻
藩
永
井
家
と
横
須
賀
藩
西
尾
家
そ
れ
ぞ
れ
鞍
皆
具
を
七
疋

分
、
麻
田
藩
青
木
家
は
二
疋
分
免
除
さ
れ
た
（「
諸
御
大
名
様
よ
り

被
差
出
候
鞍
置
馬
鞍
皆
具
之
割
被
仰
出
右
ニ
付
伺
書
御
返
答
」
前

掲
註
１０
、
宝
暦
一
三
年
八
月
四
日
条
）。

（
７２
）
服
藤
弘
司
『
大
名
留
守
居
の
研
究
―
幕
藩
体
制
国
家
の
法
と
権

力
�
』（
創
文
社
、
一
九
八
四
年
）
四
一
一
―
四
一
六
頁
。

（
７３
）
宮
崎
道
生
『
新
井
白
石
の
人
物
と
政
治
』（
吉
川
弘
文
館
、
一

九
八
七
年
）
一
八
五
―
一
八
七
頁
。

史

学

第
七
九
巻

第
四
号

三
〇
（
三
七
〇
）


